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はじめに 公正な市場を求めて

１ 証券取引等監視委員会とは

証券取引等監視委員会（以下「監視委員会」という）は、証券取引

及び金融先物取引の公正を図り、証券市場及び金融先物市場に対する

投資者の信頼を保持する目的で、平成４年７月20日に発足した機関で

ある。

当時、いわゆる証券不祥事の発生を契機に、証券行政について、①

裁量を排した、より透明なルールに基づく事後監視型の行政への転換

と、②証券会社等の監督とルールの遵守を監視する役割との分離が求

められることとなった。その中で監視委員会は、監督行政部門から独

立したルール遵守の監視役として、証券会社等に対する検査や日常的

な市場監視及び取引の公正を害する犯則事件の調査を通じて、公正・

公平かつ透明で健全な市場を構築するための中核的役割を果たしてい

くことが任務とされた。

その後、金融行政の在り方全般の見直しの中で、平成10年６月に総

理府の外局として金融監督庁が発足し、同時に、監視委員会の果たす

中立的、客観的な役割が引き続き重要であるとの観点から、監視委員

会は従来の体制のまま大蔵省から金融監督庁に移管された。

その後、同年12月の金融再生委員会の発足に伴い、金融監督庁及び

監視委員会は金融再生委員会に移管され、平成12年７月には全体の省

庁再編に先駆けて金融庁が発足した。さらに、監視委員会は、平成13

年１月、中央省庁再編に伴い金融再生委員会が廃止され、内閣府の外

局として発足した金融庁に従来の体制のまま移管され、今日に至って

いる。

このような金融行政機構の見直しのもとで、金融システムの抜本的



な改革が進み、証券分野においては証券会社の免許制から登録制への

移行、取引所集中義務の撤廃、株式委託手数料の完全自由化、銀行の

証券子会社の業務範囲の制限撤廃等の措置が実施された。

また、マーケットのグローバル化などを背景に、内外の市場間競争

が活発化し、わが国においても、新たな新興市場として東京証券取引

所にマザーズ市場、大阪証券取引所にナスダック・ジャパン市場が開

設されている。さらに、市場外取引や電子情報技術を利用したＰＴＳ

（私設取引システム）といわれる私設市場における取引も始まり、マ

ーケットの多様化が進んでいる。また、広島、新潟、京都の証券取引

所が閉鎖される一方で、平成13年４月には大阪証券取引所が、これま

での会員制組織から株式会社組織へ衣替えをするなど、新たな取組み

もみられる。

このようなマーケットを取り巻く環境の変化の中で、ＥＢ（他社株

券償還特約付社債券：Exchangeable-Bond ）等の新たな金融商品の取

引に関して、ボーナスクーポンの支払を免れるような株価水準にまで

株価を下落させた事例や商品の重要な特性について誤解をさせるよう

な勧誘が行われた事例などが認められている。

このように監視委員会が、その対象とすべき取引は複雑化・広域化

しており、これに伴い、マーケットに対する投資者の信頼を確保する

ために果たすべき役割は益々重大になってきている。

本公表の対象期間（平成12年７月１日から平成13年６月30日まで、

以下同じ）における活動の詳細は各章で詳述するが、まず、監視委員

会が現在の環境下で、どういった問題意識の下で、何を重点に対処し

てきたかについて、以下概説する。

２ 活動の重点事項

ルール違反への厳正な対応



公正・公平なマーケットを維持していくためには、ルールの違反

者に対して厳正なペナルティーを課すことにより、投資者にマーケ

ットが適切に運営されているという信頼感を醸成することが重要で

ある。したがって、犯則事件に対する徹底した調査は、監視委員会

の最も重要な責務の一つである。

本公表の対象期間には、東天紅株に係る風説の流布等の嫌疑、ア

イカ工業株に係る相場操縦の嫌疑、武藤工業株に係る内部者取引

（インサイダー取引）の嫌疑で強制調査（関係各所の捜索及び証拠

物件の差押え）を実施するとともに、内部者取引について２件、相

場操縦について１件、風説の流布等について１件、大量保有報告書

不提出について１件、計５件について、証取法違反に当たるとして

検察官に対して告発を行った。

この結果、監視委員会が発足以来９年間に行った告発は、内部者

取引13件、損失補てん７件、風説の流布３件、相場操縦４件、有価

証券報告書等の虚偽記載等６件、偽計による取引２件及び大量保有

報告書の不提出１件、合計36件となっている。

証券会社等の検査

市場ルール等の遵守の徹底を図っていくためには、マーケットの

担い手である証券会社等が市場ルール等に則って行動することが要

請される。そのため、監視委員会は、証券会社等の市場ルール等の

遵守状況等について検査を行っており、本公表の対象期間に、国内

証券会社82社、外国証券会社14社及び登録金融機関３社に対して検

査に着手し、前検査事務年度着手分を含め、検査が終了した97社の

うち62社に対して問題点を指摘した。

検査結果をみると、従来同様、取引一任勘定取引の契約を締結す

る行為が多く認められたほか、作為的相場を形成させるべき一連の

有価証券の売買等をする行為や特別の利益を提供することを約束し



て勧誘する行為などが認められた。また、証券会社の営業姿勢や内

部管理体制に関する問題点も多数認められた。これは役職員の法令

遵守意識の欠如や証券会社の内部管理体制の不備が原因と考えられ

る。証券会社の役職員は、法令遵守の重要性を強く認識し、公正な

業務遂行に向けて一層努力するとともに、証券会社は効果的な内部

管理体制の充実・強化に努める必要がある。

検査や犯則事件の調査の結果、証券会社及びその役職員に重大な

法令違反が認められた34件について、行政処分を行うよう内閣総理

大臣（平成13年１月５日以前は金融再生委員会）及び金融庁長官に

対して勧告を行った。

効果的な市場監視

マーケットでは日々膨大な数量の取引が行われている。この中か

ら不公正な取引を時機を失せずに発見していくためには、情報の効

果的な収集と的確な分析が不可欠である。このため、監視委員会で

は、自ら株価動向等のチェックを行うほか、自主規制機関との緊密

な連携や一般からの情報収集にも力を入れている。

本公表の対象期間には、価格形成に関する取引審査62件、内部者

取引に関する取引審査 190件、その他風説の流布等の観点からの取

引審査13件の合計 265件につき取引審査を行った。

情報化・国際化への対応

情報通信技術の急速な進展は、インターネットの普及に象徴され

るように、取引の手法や情報の媒介手段に大きな影響を及ぼしてい

る。こういった状況に対応するため、監視委員会においては、イン

ターネットのホームぺージに書き込まれる様々な情報を監視するた

め、インターネット巡回監視システム（ＳＣＡＮ－ＩＰＳ）を活用

し、インターネット上の情報を効率的に収集する体制を整えている。

また、マーケットのグローバル化により、取引の全容を把握する



ためには、外国の規制当局との情報交換が不可欠となる場合も少な

くない。このため、証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ）等の場を通

じて、多国間での各国の規制当局との連携強化を図るとともに、非

公開情報の交換など二国間ベースの連携強化を目的として覚書（Ｍ

ＯＵ：Memorandum of Understanding)の締結への努力も続けている。

3 信頼される市場のために

わが国経済の再生・発展のためには、間接金融からマーケットを中

心とした直接金融への移行が必要であり、とりわけ個人投資家がマー

ケットに積極的に参加することが必要であるとされている。そのため

には、投資者のマーケットに対する信頼感を育成することが重要であ

り、監視委員会に課せられた使命は重い。

したがって、今後ともマーケットの公正性を損ねるような証券犯罪

の一掃を目指して犯則事件の調査に努めるとともに、個人投資家の利

益を犠牲にして自らの利益を求めるような悪質な市場仲介者に対して

は、厳正な態度で対処する。また、個人投資家のニーズや社会的な問

題に対して的確に応えられるように努め、活動内容の広報についても

各種報道機関や監視委員会のホームページを通じて、引き続き情報公

開を進めたい。

マーケットの構造が急速に変貌し、取引の内容や仕組みが複雑化、

多様化している今日、投資者のマーケットに対する信頼が一層確保さ

れるよう、更なる努力を重ねる決意である。

なお、今回の公表にあたり、監視委員会の活動内容に加え、広く投

資者の皆様に留意して頂きたい事項を「おわりに（投資者の皆様

へ）」として、本文編の最後に掲載するとともに、今般の高橋委員長

就任にあたっての談話を附属資料編の冒頭に掲載したので、ご一読願

いたい。



Ⅰ 監視委員会の活動状況



第１章 組 織

第１ 監視委員会

監視委員会は、委員長及び２人の委員で構成される合議制の機関で

あり、その事務を処理するため事務局が置かれている。

１ 委員会

監視委員会の議事は、２人以上の賛成をもって決せられ、委員長

及び委員は独立してその職権を行使する。委員長及び委員は、衆・

参両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。その任期は３年

であり、再任されることができる。また、限られた法定の事由があ

る場合を除き、在任中にその意に反して罷免されることはない。

監視委員会は、平成13年７月20日以降４期目に入っており、委員

長に高橋武生、委員には川岸近衛及び野田晃子がそれぞれ就任して

いる。

２ 事務局

監視委員会の事務局は、事務局長及び次長の下に総務検査課及び

特別調査課の２課で構成されており、定員は、平成13年度予算にお

いて証券取引検査官９人、インターネット審査官２人及び情報公開

担当課長補佐１人の増員が認められ、計 122人となっている。

（ 注 ） こ の ほ か 、 定 員 削 減 １ 、 金 融 研 究 研 修 セ ン タ ー 設 立 に 伴

う 局 間 定 員 振 替 減 １ が あ る 。

総務検査課は、検査官室、取引審査及び総括の３部門に分かれ

る。

① 検査官室は、証券取引等の公正確保の観点から証券会社等の



検査を行う。

② 取引審査部門は、証券取引等の公正確保のために日常的な市

場監視を行う。

③ 総括部門は、監視委員会全体の調整部門であり、監視委員会

の会議の運営や内閣総理大臣、金融庁長官等に対する勧告・建

議に係る事務などを行う。

特別調査課は、取引の公正を害する犯則事件の調査を行う。

第２ 地方の事務処理組織

地方においては、財務省財務局長、財務支局長及び内閣府沖縄総合

事務局長（以下「財務局長等」という）の下に、監視委員会が所掌す

る事務を専門に担当する組織である証券取引等監視官（部門）が設置

されている。定員は、平成13年度予算において証券取引検査官４人及

び証券取引審査官１人の増員が認められ、計 143人となっている。

検査及び取引審査については監視委員会の委任を受けて（注）、犯

則事件の調査については監視委員会の指揮監督を受けて、財務局長等

がそれぞれ行っている。

（ 注 ） 監 視 委 員 会 は 、 検 査 権 限 及 び 報 告 ・ 資 料 の 徴 取 権 限 の 一 部 を 財

務 局 長 等 に 委 任 し て い る （ た だ し 、 必 要 が あ れ ば 、 監 視 委 員 会 自

ら そ の 権 限 を 行 使 す る こ と が で き る ） 。



第２章 犯則事件の調査・告発

第１ 概 説

１ 犯則事件の調査の目的及び権限

犯則事件の調査の目的は、証券取引等の公正を害する悪質な行為

の真相を解明し、告発により刑事訴追を求めることである。この犯

則事件の調査権限は、市場の公正性を確保し、投資者保護を図る目

的から、監視委員会の設置に伴い設けられたものである。

また、証券会社等に対する検査が、内閣総理大臣及び金融庁長官

からの権限の委任に基づいて行われるのに対して、犯則事件の調査

は、監視委員会職員の固有の権限として、証取法、外証法及び金先

法に規定されている。権限行使の対象も証券会社等に限定されず、

投資者を含め広く証券取引等に関与するすべての者に及ぶものであ

る。

具体的な権限としては、犯則嫌疑者又は参考人（以下「犯則嫌疑

者等」という）に対する質問、犯則嫌疑者等が所持し又は置き去っ

た物件の検査、犯則嫌疑者等が任意に提出し又は置き去った物件の

領置等の任意調査権限（証取法第210条、外証法第53条、金先法第1

06条）と裁判官の発する許可状により行う臨検、捜索及び差押えの

強制調査権限（証取法第211条、外証法第53条、金先法第107 条）

とがある。

２ 犯則事件の範囲等

犯則事件の範囲は、取引の公正を害するものとして政令（証取法

施行令第45条、外証法施行令第23条、金先法施行令第14条）で定め

られている。主なものとしては、証券会社を対象とする損失補てん



のほか、発行会社を対象とする有価証券報告書の虚偽記載、何人を

も対象とする風説の流布、相場操縦、内部者取引などがある（附属

資料１－５の２の 参照）。

監視委員会職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査結果を

監視委員会に報告し（証取法第223条、外証法第53条、金先法第119

条）、監視委員会は、その調査によって犯則の心証を得たときは、

告発し、領置・差押物件があるときは、領置・差押目録とともに引

き継ぐこととなっている（証取法第226条、外証法第53条、金先法

第122条）。

第２ 犯則事件の調査・告発実績

１ 犯則事件の調査の実施状況

本公表の対象期間においては、東天紅株に係る風説の流布等の嫌

疑、武藤工業株に係る内部者取引の嫌疑、アイカ工業株に係る相場

操縦の嫌疑により、それぞれ犯則嫌疑者等の居宅及び関係事務所等

に対し強制調査を実施したほか、必要な任意調査を行った。

２ 告発の状況

監視委員会は、犯則事件の調査結果に基づき、内部者取引につき

２件、相場操縦につき１件、風説の流布につき１件、大量保有報告

書の不提出につき１件の計５件について、証取法違反の罪に該当す

るとして検察官に告発を行った。その概要は以下のとおりである。

なお、関係条文は犯則行為時点のものである。

プレナス事件（内部者取引）

監視委員会は、プレナス株に係る内部者取引が証取法違反（第



166条第３項、会社関係者等の禁止行為）に当たるとして、平成1

2年11月28日、犯則嫌疑者１人を東京地方検察庁検察官に対して

告発した。

〔告発の対象となった犯則事実〕

Ａ は、プレナスの取締役から、プレナスがダイエーからほっか

ほっか亭の発行済株式総数の約８２％を買い取ることを決定した

旨の重要事実の伝達を受け、この重要事実の公表前にプレナスの

株券を買い付けた上その公表後に、これを売り付けて利益を得よ

うと企て、平成11年３月25日、同社株式1000株を代金239万円で

買い付けた。

〔告発後の経緯〕

平成12年11月28日、被告発人 Ａ について公訴の提起が行われ

た。同日、東京簡易裁判所において罰金50万円、追徴金約158万円

の略式命令が出され、同裁判は確定した。

東天紅事件（その１ 風説の流布、虚偽の大量保有報告書の提

出）

監視委員会は、東天紅株に係る風説の流布、虚偽の大量保有報

告書の提出が証取法違反（第158条、第27条の23第１項、風説の

流布の禁止、重要な事項に虚偽の記載のある大量保有報告書を提

出する行為）に当たるとして、平成12年12月４日、犯則嫌疑者４

人を東京地方検察庁検察官に対して告発した。

〔告発の対象となった犯則事実〕

Ａ は、東天紅株について公開買付けの発表をすれば同株 の 価 格



を急騰させることができると考え、 Ｂ らと共謀して、以下のと

おり、①風説の流布、②虚偽の大量保有報告書の提出を行っ た 。

① Ａ は、 Ｂ ら３名と共謀の上、東天紅株の相場の変動を図る目

的をもって、 Ｂ が同株券を取得した事実はなく、また、公開買付

けする意思がないにもかかわらず、平成12年２月17日、東京証

券取引所内兜倶楽部に宛てて、「私こと Ｂ は、…公開買付けの

発表をする運びになった。」「東天紅の株式523万8000株を取得

し、…東天紅を訪問したところ、取締役が一人も会わないのは株

主軽視であるので、公開買付けで決着をつけることを決意し

た。」旨記載した内容虚偽の文書を送信して発表し、もって風

説を流布した。

② Ａ 及び Ｂ は、共謀の上、平成12年２月２日、 Ｂ が同月１日

に同株券523  万 8000株を取得して大量保有者になった旨の虚偽

の記載をした大量保有報告書を提出し、もって、重要な事項

に虚偽の記載のある大量保有報告書を提出した。

〔告発後の経緯〕

平成12  年 12月４日、被告発人４人について公訴の提起が行われ

た。 Ｂ 、 Ｃ こと Ｄ 、 Ｅ の３人については、同日、東京簡易裁判所

において罰金50万円の略式命令が出され、同裁判は確定した。 Ａ

については東京地方裁判所において公判係属中。

東天紅事件（その２ 大量保有報告書の不提出）

監視委員会は、東天紅株に係る大量保有報告書の不提出が証取

法違反（第27条の23第１項、大量保有報告書の不提出）に当たる



平成12  年 12月４日、被告発人 Ａ について ( 2 ) の 事実とともに

公訴の提起が行われた。東京地方裁判所において公判係属中。

として、平成12年12月４日、犯則嫌疑者１人を東京地方検察庁検

察官に対して告発した。

〔告発の対象となった犯則事実〕

Ａ は、平成９年９月頃から東天紅の株券を他人名義で買い付

け、10年２月18日には合計129  万 5000株を保有するに至り、その

株券等保有割合が東天紅の発行済株式総数の100分の５を超える

大量保有者になったにもかかわらず、提出期限までに大量保有

報告書を大蔵省近畿財務局長に提出しなかった。

〔告発後の経緯〕

武藤工業事件（内部者取引）

監視委員会は、武藤工業株に係る内部者取引が証取法違反（第

166条第１項、会社関係者等の禁止行為）に当たるとして、平成1

3年３月12日、犯則嫌疑者１人を東京地方検察庁検察官に対して

告発した。

〔告発の対象となった犯則事実〕

Ａ は、公認会計士の専門知識を買われて東京コンピュータ

サービスの経営企画室参事として企業買収等の業務に従事して

いたが、平成11年７月頃、武藤工業が、東京コンピュータサー

ビスと業務上の提携を行うこと及び同会社を引受先とする第三

者割当増資を行うことを決定したことを知った。そして、これ

らの重要事実の公表前に武藤工業の株券を買い付けた上、その

公表後にこれを売り付けて利益を得ようと企て、同月2 1日、



22日及び23  日の３日間にわたり、武藤工業の株券合計４万2000株

を合計約920万円で買い付けた。

〔告発後の経緯〕

平成13年３月12日、被告発人 Ａ について公訴の提起が行われ

た。同年５月29日、東京地方裁判所において懲役１年（執行猶

予３年）、罰金100万円、追徴金約1414万円の判決が出され、同

裁判は確定した。

アイカ工業事件（相場操縦）

監視委員会は、アイカ工業株に係る相場操縦が証取法違反

（第159条、相場操縦的行為の禁止）に当たるとして、平成13  年

４月27日、犯則嫌疑者１人を名古屋地方検察庁検察官に対して

告発した。

〔告発の対象となった犯則事実〕

Ａ は、アイカ工業株につき、平成  11  年 12  月 15日から12  年１月

17日までの間、複数名義の口座を用い、

① 株価の高値形成を図り、同株券の売買を誘引する目的で、引

け間際に高指値又は成行注文を行って高値を買い上がるととも

に、大量の下値注文を入れて下値を支えるなどの方法により、

同株券の株価を606円から680円まで高騰させるなどし、同株券

の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同株券の相場を変動さ

せるべき一連の売買及びその委託を行った。

② 同株券の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的

で、権利の移転を目的としない仮装の売買を行った。



〔告発後の経緯〕

平成13年５月２日、被告発人 Ａ について公訴の提起が行わ

れた。名古屋地方裁判所において公判係属中。



第３章 検 査

第１ 概 説

１ 検査の意義及び対象

監視委員会は、証取法、外証法及び金先法により内閣総理大臣及

び金融庁長官から委任された権限に基づき、証券取引等の公正の確

保に係る規定の遵守状況を監視するため、証券会社等に対して臨店

等により検査を行う。

監視委員会の検査は、公益及び投資者の保護を図ることを目的と

し、内閣総理大臣及び金融庁長官の証券会社等に対する行政上必要

な措置及び施策に資するものである。

なお、監視委員会は、検査権限及び報告・資料の徴取権限の一部

を財務局長等に委任している（ただし、必要があれば、監視委員会

は、自らその権限を行使することができる）。

具体的な検査の対象は、以下のとおりである。

① 証券会社及び証券会社の持株会社等 （証取法 第194条の6)

② 登録金融機関 （証取法 第194条の6)

③ 証券業協会 （証取法 第194条の6)

④ 証券取引所 （証取法 第194条の6)

⑤ 外国証券会社国内支店及び特定金融機関 （外証法 第42条 )

⑥ 金融先物取引所及びその会員 （金先法 第92条 )

⑦ 金融先物取引業者 （金先法 第92条 )

⑧ 金融先物取引業協会 （金先法 第92条 )

（ 注 ） （ ） 内 の 法 律 条 項 は 、 金 融 庁 長 官 か ら 監 視 委 員 会 へ の 検 査

権 限 の 委 任 規 定 で あ る 。



２ 検査の範囲

検査の範囲は、政令（証取法施行令第38条、外証法施行令第20

条、金先法施行令第９条）で定められている。例えば、証券会社に

ついては、証券会社とその役員又は使用人の禁止行為（取引一任勘

定取引の契約の締結、断定的判断を提供した勧誘、特別の利益提供

を約した勧誘等）、損失保証・損失補てんの禁止、相場操縦の禁止、

内部者取引の禁止等についての規定に関するものを検査することと

されている（附属資料１－５の２の 参照）。

第２ 検査基本方針及び検査基本計画

検査に係る事務の運営は、毎年７月１日に始まり翌年６月30日に

終わる１年間を検査事務年度として行われる。

監視委員会は、検査事務年度ごとに、自らが行う検査及び財務局

長等が行う検査を計画的に管理・実施するため、検査基本方針及び

検査基本計画を策定する。

検査基本方針においては、その検査事務年度の検査の重点事項、

その他検査の基本となる事項を定め、検査基本計画においては、国

内証券会社、外国証券会社、登録金融機関等のうちその検査事務年

度の検査の対象とするものの種類、数等を定めている。

平成12検査事務年度（平成12年７月１日から平成13年６月30日ま

で）については、平成12年６月23日、検査基本方針及び検査基本計

画を以下のとおり定めた。

平成12検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画



１ 検査基本方針

我が国の証券市場は、金融システム改革の諸施策が実施される

など大きな変革の渦中にある。市場の自由化、国際化が進展し、

資金調達者及び投資家の多様なニーズに応えていくことが求めら

れている。この証券市場を健全に発展させていくためには、公正

かつ信頼される市場を確立することが不可欠であり、適切な取引

ルールの整備とその実効を担保するための監視体制の充実及び取

引ルール違反に対する厳正な対応が要請されている。

また、新たな金融商品・証券業務の登場、インターネットを利

用した証券取引を専門とする証券会社の参入等もあり、市場仲介

者としての証券会社の役割・責任が一段と高まっており、市場ル

ールに則った適正な営業の確保及び内部管理体制の充実・強化が

従来にも増して必要となっている。

平成11検査事務年度（平成11年７月～平成12年６月）の検査結

果をみると、私募債に係る特別の利益提供を約した勧誘や債券の

募集に関して偽計を用いる行為等、依然として一部の証券会社に

おいて重大な法令違反行為が認められている。また、投資信託、

外貨建商品の販売時における顧客利益等を軽視した投資勧誘等の

営業姿勢上の問題点や、社内管理システムの不十分な活用や役職

員の法令等ルールの遵守意識の不足等の内部管理体制上の問題点

が認められている。

以上のような状況を踏まえ、平成12検査事務年度（平成12年７

月～平成13年６月）における証券会社等検査は、下記により実施

することとする。

運営要領

証券市場等における取引の公正の確保を図るために、金融庁



検査部や自主規制機関等と連携しつつ厳正かつ的確な検査を実

施することとする。

このため、深度ある検査の実施に向けて、検査体制の拡充・

強化に努めるとともに新たな業務内容にも対応した検査手法の

向上・開発等を図ることとする。

検査対象会社は、情報収集体制の拡充による各種情報の活用

に加え、証券市場を取り巻く情勢、前回検査の結果等を総合的

に勘案して弾力的に選定することとし、個別会社の状況に応じ

た的確かつ効率的な検査の実施に努めるとともに、適宜、機動

的な検査を実施する等、より実効性のある検査運営に努める。

証券会社等検査重点事項

証券会社等検査では、次の諸点を重点事項とする。

① 証券取引の公正確保の観点から、法令を中心とした各種市

場ルールの遵守状況を最重点事項として多角的に点検する。

② 営業姿勢面では、過去に指摘されている事項が依然として

改善されていないことに鑑み、証券会社等の誠実かつ公正な

営業姿勢を確保する観点から、投資勧誘の実情等を的確に点

検する。

③ 証券業務の信頼性確保の観点から、各証券会社等における

内部管理体制の整備・運用状況及びその実効性を十分に点検

する。

金融先物取引業者等検査重点事項

金融先物取引業者等検査では、先物取引の公正確保の観点か

ら、市場ルールの遵守状況を重点的に点検する。

２ 検査基本計画

証券会社等検査



・国内証券会社 77社

・外国証券会社 10社

・登録金融機関 3社

（注１）上記検査以外に、別途、機動的な検査等を実施する

。

（注２）国内証券会社については、上記のほかに、支店のみ

を対象とした検査を28支店実施することとする。

金融先物取引業者等検査

・金融先物取引業者 原則として、証券会社等検査の際併

せて実施する。

また、平成13検査事務年度（平成13年７月１日から平成14年６月

30日まで）については、平成13年６月19日、検査基本方針及び検査

基本計画を定めている（第７章第７参照）。

第３ 金融庁長官の行う金融機関等検査との連携

監視委員会が行う検査と金融庁長官の行う金融機関等検査は、発

足以来これまでも必要な連携を行いつつ実施してきたところである。

証券市場が大きく変革し、市場仲介者としての証券会社等の役割・

責任が高まっている中において、証券会社等に対する検査の重要性

は一段と増してきており、監視委員会の行う検査は金融庁長官が行

う検査との連携を図り、より効果的かつ効率的な検査の実施に努め

ているところである。

この結果、平成12検査事務年度においては、監視委員会が行う検

査と金融庁長官が行う検査が、同時に同一の会社に着手する検査と



して９社、その他金融庁長官が行う検査と同一のグループ会社に対

する検査又は金融庁長官が行う検査と同一の登録金融機関に対する

検査として４社実施している。このほか、財務局等において、財務

局監視官部門の検査と理財部検査官部門の検査は連携して実施して

いるところである（附属資料２－２の３参照）。

また、平成13検査事務年度の検査方針において、金融庁長官が行

う検査と緊密な連携を図っていくことを記述しているところである

（第７章第７参照）。

第４ 検査実績

１ 検査の実施状況

本公表の対象期間における監視委員会及び財務局長等の検査の実

施状況は、以下のとおりである。

証券会社等検査

監視委員会及び財務局長等が、本公表の対象期間において検査

に着手した件数は、証券会社96社及び登録金融機関３機関である。

これらの内訳は、監視委員会が検査に着手したものが国内証券

会社９社、外国証券会社14社及び登録金融機関２機関であり、財

務局長等が検査に着手したものが国内証券会社73社及び登録金融

機関１機関である。

本公表の対象期間において着手したもののうち、国内証券会社

73社、外国証券会社13社及び登録金融機関２機関について、本公

表の対象期間中に被検査会社に対し検査結果通知書を交付し、検

査が終了している（別表参照）。なお、平成11検査事務年度（平

成11年７月１日から平成12年６月30日まで。以下同じ）において

着手し、平成11事務年度末までに検査が終了していなかった証券



会社９社については、本公表の対象期間中にすべて検査が終了し

ている。

本公表の対象期間中に検査が終了したもの（平成11事務年度着

手分を含む）のうち、重大な法令違反が認められた証券会社のべ

33社については、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し勧告を行い、

これを受けて業務停止の行政処分等が実施されている（第４章参

照）。

なお、検査において認められた問題点については、行政担当部

局にも連絡し、行政担当部局から被検査会社に対して改善策等の

報告を求めている。

金融先物取引業者等検査

本公表の対象期間においては、証券検査の際、併せて実施して

いる。

別表 検 査 実 施 状 況

区 分 検 査 計 画 検 査 着 手 検 査 終 了

証券会社 96社 86社
国内証券会社 77社 82社 73社

監視委員会 ９社 ９社
77社

財務局長等 73社 64社
外国証券会社 10社 14社 13社

登録金融機関 ３社 ３社 ２社
監視委員会 ２社 ２社

３社
財務局長等 １社 ０社

（ 注 １ ） 外 国 証 券 会 社 は 、 す べ て 監 視 委 員 会 が 検 査 を 実 施 し て い

る 。

（ 注 ２ ） 上 記 の ほ か 、 財 務 局 長 等 が 単 独 で 支 店 の 検 査 を 実 施 し た

も の が 2 7 支 店 （ う ち 、 検 査 を 終 了 し た も の は 2 6 支 店 ） あ る 。

（ 注 ３ ） 検 査 終 了 欄 は 、 本 公 表 の 対 象 期 間 末 ま で に 被 検 査 会 社 に

対 し 検 査 結 果 通 知 書 を 交 付 し 、 検 査 が 終 了 し た も の で あ る 。

２ １検査対象当たりの延べ検査投入人員

本公表の対象期間における１検査対象当たりの延べ検査投入人員

（臨店期間分）は、国内証券会社 100人・日、外国証券会社97人・



日、登録金融機関54人・日となっている。

第５ 証券会社に対する検査結果の概要

１ 検査において認められた問題点

本公表の対象期間の証券会社に対する検査は、市場ルール等の遵

守状況、投資勧誘の実情等の営業姿勢、内部管理体制の点検のほか、

前回検査における問題点の改善状況の点検を重点事項として実施し

た。

本公表の対象期間中に検査が終了した97社のうち、62社に問題点

が認められた。62社中、53社において市場ルール等違反の問題が認

められたほか、証券会社の営業姿勢や内部管理体制に関する問題点

が多数認められた。また、前回検査で指摘した問題点については、

各社ともおおむね改善されてはいるが、一部の証券会社においては

前回検査と同一の問題が再度発生しているものが認められた（附属

資料２－２の３参照）。

本公表の対象期間においては、平成11事務年度と同様に、内閣総

理大臣及び金融庁長官に対する勧告事案となる重大な法令違反行為

が多数把握されているが、これらの多くは役職員の法令遵守意識の

欠如及びこれに起因する法令の理解不足や証券会社の内部管理体制

の不備が原因と考えられる。こうした実態について証券会社の役職

員は法令遵守の重要性を強く認識し、公正な業務遂行に向けて一層

努力するとともに、証券会社においては内部管理体制の充実強化に

努める必要がある。

市場ルール等の遵守状況についてみると、従来同様、取引一任勘

定取引の契約を締結する行為、役職員の投機的利益の追求を目的と

した有価証券売買などの法令違反行為や、金銭の貸借、仮名取引の



受託などの自主規制ルール違反行為が多数認められているほか、本

公表の対象期間においては、虚偽の表示をする行為、重要な事項に

ついて誤解をさせるような表示をする行為、作為的相場を形成させ

るべき一連の有価証券の売買取引をする行為や、特別の利益を提供

することを約して勧誘する行為などの悪質な行為も認められた。

営業姿勢の状況についてみると、顧客の利益を軽視してデュアル

カレンシー債の他商品への乗換え勧誘をしていた事例、株式の売出

しにおいて不適切な営業を行っている事例、投資信託の償還乗換え

に際し乗換優遇措置の適用について説明せずに勧誘を行っていた事

例など、顧客の利益を軽視した投資勧誘や、誠実かつ公正な業務遂

行の観点から問題のある投資勧誘が認められている。

内部管理体制の状況についてみると、各社ともその体制強化のた

めの諸施策を講じてはいるが、必ずしも十分であるとは認められな

い。例えば、自主ルール違反行為が発生していることを把握してい

るにもかかわらず、再発防止のための措置をとっていないことから

その後においても自主ルール違反行為が発生している事例、内部管

理責任者による検証が適切に行われていないことから法令違反行為

が長期間看過されている事例、代表取締役が、内部管理統括責任者

の進言を無視して、自ら法令違反を行っている事例、証券事故につ

いて十分な調査を行わずに法令違反行為はなかったとして事故連絡

書を取り下げている事例、などが認められている。これらの事例の

発生は、社内管理システムが不備であることやその運用が的確でな

く内部管理機能の実効性が十分に確保されていないこと、また、役

職員の法令・ルールの遵守意識が欠けていること及びこれに起因す

る法令の理解不足が要因となっているものと認められる。

本公表の対象期間中に終了した検査（平成11事務年度着手分を含

む）の結果認められた問題点を整理すると、以下のとおりである。



市場ルール等の遵守状況については、一部の証券会社において、

次のような問題点が認められた。

○ 法令違反等で勧告したもの

① 向い呑み及び呑行為

② 取引一任勘定取引の契約を締結する行為

③ 委託注文に優先する自己の計算による有価証券の売買をする行

為

④ 有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をする行為又

は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

⑤ 特別の利益を提供することを約して勧誘する行為

⑥ 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券

の売買取引、実勢を反映しない作為的相場が形成されることとな

ることを知りながら一連の有価証券の売買取引の受託をする行為

⑦ 利益に追加するため財産上の利益を提供する行為

⑧ 法人関係情報に係る不公正取引の防止上不十分な管理の状況

⑨ 引受有価証券の親法人等への売却を行う行為

⑩ 一定の配当の表示

⑪ 検査を忌避する行為

⑫ 取引報告書の不交付

⑬ 内部管理機能の形骸化

⑭ 役職員の投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買

⑮ 損失を補てんするため財産上の利益を提供する行為

⑯ 外務員の職務に関する著しく不適当な行為

○ 法令違反であるが勧告に至らなかったもの

⑰ 顧客に関する非公開情報を親法人等から受領し、又は親法人等

へ提供する行為

⑱ 親法人等との独立を損なう態様での店舗の設置及び電子情報処



理組織の共用

○ 自主規制ルール違反

⑲ 新規公開株式の需要調査における需要株数の水増し

⑳ 営業員による無断売買

営業員による信用取引

営業員による名義借り

営業員による顧客との金銭貸借

営業員限りの広告

営業姿勢については、一部の証券会社において、次のような問題

点が認められた。

① 顧客の利益を軽視したデュアルカレンシー債の他商品への乗換

え勧誘

② 株式の売出しにおける不適切な営業姿勢

③ 投資信託の償還乗換えの際の優遇措置の未利用取引

内部管理体制については、一部の証券会社において、次のような

問題点が認められた。

① 社内管理システムの不備及び不十分な活用

② 役職員の法令遵守意識の欠如及びこれに起因する法令の理解不

足

２ 問題点の事例

検査において認められた上記問題点に関する事例は、以下のとお

りである。

市場ルール等の遵守状況関係

①～⑯については、第４章で記述する。

⑰ 顧客に関する非公開情報を親法人等から受領し、又は親法人等

へ提供する行為〔証取法第45条第３号に基づく行為規制府令第12



条第７号違反〕

顧客の取引及び信用リスクに関する情報を顧客の同意を得るこ

となく親法人等から受領し、又は親法人等へ提供していた。

⑱ 親銀行等との独立を損なう態様での店舗の設置及び電子情報処

理組織の共用〔証取法第45条第３号に基づく行為規制府令第12条

第８号違反〕

親銀行等の職員と混在する座席配置となっているなど独立を損

なう態様で業務が一体的に遂行され、また顧客情報についてアク

セスすることが可能となっている電子情報システムを共用してい

た。

⑲ 新規公開株式の需要調査における需要株数の水増し〔東京証券

取引所「上場前の公募又は売出し等に関する規則」第３条の13第

１号、日本証券業協会公正慣習規則（以下「日証協公慣規」とい

う）第２号「店頭売買有価証券の登録及び価格の公表等に関する

規則」に関する細則第６条第１項第２号違反〕

営業員が、新規公開株式の募集にあたり実施しているブックビ

ルディングにおいて、顧客に無断で申し込み、また申込み数量を

水増しし、投資者の需要に基づかない申告を行っていた。

⑳ 営業員による無断売買〔日証協公慣規第８号「証券従業員に関

する規則」第９条第３項第４号違反〕

営業員が、顧客の同意を得ずに、当顧客の計算により株式の買

付けを行っていた。

営業員による顧客との共同計算による信用取引〔日証協公慣規

第８号「証券従業員に関する規則」第９条第３項第７号、第９号

違反〕

営業員が、顧客の信用取引口座において、顧客と損益を共にし

た株式の売買を行っていた。



営業員による名義借り〔日証協公慣規第８号「証券従業員に関

する規則」第９条第３項第13号違反〕

営業員が、顧客の名義を使用して自己の計算に基づく株式の売

買を行っていた。

営業員による顧客との金銭貸借〔日証協公慣規第８号「証券従

業員に関する規則」第９条第３項第17号違反〕

営業員が、顧客の株式の売付代金を借用し、その一部を原資と

して他の顧客の品受け代金を立て替えていた。

営業員限りの広告〔日証協公慣規第８号「証券従業員に関する

規則」第９条第３項第20号違反〕

営業員が、自らの営業のための広告資料を作成し、内部管理責

任者の審査を受けずに顧客に頒布していた。

営業姿勢関係

① 顧客の利益を軽視したデュアルカレンシー（ＤＣ）債の他商品

への乗換え勧誘

多数の営業員が、他の投資信託及び他社株券償還特約付社債券

の販売目標を達成するために、顧客が償還まで保有することを前

提に買い付けたＤＣ債について、当該ＤＣ債を償還まで保有した

場合のリスクについて不適切な説明を行い、当該ＤＣ債を売却さ

せるとともに投資信託等を購入させるという結果的に経済合理性

のない乗換えとなる勧誘を行っていた。

② 株式の売出しにおける不適切な営業姿勢

時価発行増資における株式の売出し期間中において、当該銘柄

の株価が大幅に下落している状況にあるにもかかわらず、既に申

込みを受けている顧客に対して売出株式を買い付けるよりも店頭

市場で買い付けた方が有利な状況にあることの正確な情報を提供

せずに約定入力し、事後の約定確認においても正確な株価の状況



を十分説明していなかった。

③ 投資信託の償還乗換えの際の優遇措置（注）の未利用取引

営業員が償還乗換優遇措置の未利用に係るシステム上のチェッ

ク機能を十分理解していないこと、及び管理部門のチェックが不

十分なものであったことから、多数の営業員が、顧客に対し乗換

優遇措置についての説明をせずに、これを利用しないことで顧客

が本来負担する必要のない手数料を負担させていた。

（ 注 ） 投 資 信 託 の 償 還 （ 信 託 期 間 を 延 長 し た フ ァ ン ド を 解 約 し た

場 合 を 含 む ） を 受 け た 顧 客 が 、 当 該 償 還 金 の 支 払 を 行 っ た 証

券 会 社 で 再 度 投 資 信 託 を 購 入 す る 場 合 に は 、 そ の 償 還 金 額 に

対 応 す る 購 入 口 数 に つ い て 手 数 料 な し で 購 入 で き る 制 度 。

内部管理体制関係

① 社内管理システムの不備及び不十分な活用

イ 地場出し取引（注）の事実を把握していたにもかかわらず、証

券事故の報告を行っていなかったほか、支店長等の関与により、

過去の取引についても事前に他社で取引を行うことについて承諾

書を差し入れていたように取り繕い、さらに、再発防止のための

措置をとっていないことから、その後においても地場出し取引が

行われていた。

（ 注 ） 証 券 会 社 の 営 業 員 が 、 所 属 す る 証 券 会 社 の 書 面 に よ る 承 諾

を 受 け な い で 、 他 の 証 券 会 社 等 に 有 価 証 券 の 売 買 そ の 他 の 取

引 等 の 注 文 を 出 す こ と （ 日 本 証 券 業 協 会 規 則 ） 。

ロ 管理者による業務の引継状況の把握がなされていないこと、事

務フローを検討することなく業務の見直しを行っていること及び

内部管理責任者による取引結果のチェックが適切に行われていな

いことから、法令違反行為が長期間看過されていた。

ハ 目論見書の不交付の防止を目的として有価証券の募集・売出し



にあたり目論見書交付記録の記載を義務付けているが、チェック

体制が未整備であるため、一部の交付記録の記載がなかった。

ニ 償還乗換優遇措置の未利用について、顧客に手数料が返戻可能

なことを営業員が十分説明していないのではないかとの問題意識

を内部管理部門がもったにもかかわらず、適切な措置を講じてい

なかった。

ホ 法定帳簿の入力作業の見直しを担当者任せとし、他者のチェッ

クやシステムのテストを行う体制となっていないため、法定帳簿

が未作成となっていた。

② 役職員の法令遵守意識の欠如及びこれに起因する法令の理解不足

イ 法令遵守の励行や内部管理体制の機能強化に率先して取り組む

べき立場にある代表取締役が、他の役職員に対して適切な指示を

与えないばかりか、有価証券の取扱いに係る社内決定及び内部管

理統括責任者による進言を無視し、結果的に自ら法令違反の実行

者となっていた。

ロ 本来、不適切行為（誤認勧誘）として事故確認を受けた後に差

損金処理すべきものを、顧客の要請に応じ内部管理責任者が差損

金処理申請書に虚偽の理由を記し、事務処理ミスとして処理を行

っていた。

ハ 証券事故に係る事故連絡書を提出した後、顧客からのクレーム

の取下げがあったことを受け、証券事故について十分な調査を行

わずに法令違反行為はなかったとして事故連絡書を取り下げてい

た。

ニ 社内ルールにおいて、大口売買の受託や与信枠の拡大について

は事前に営業責任者の承認を得ることとなっているにもかかわら

ず、事後の承認で行われているものや、異常な取引については監

査部で精査し、内部管理統括責任者へ報告することとなっている



にもかかわらず、取引内容の精査や報告が行われていなかった。

ホ 法令違反が発生しており、会社が訴訟事件の当事者となりなが

ら、監督当局への報告を行っていなかった。

第６ 登録金融機関に対する検査結果の概要

登録金融機関に対する検査については、証券会社に対する検査と同

様、市場ルール等の遵守状況、投資勧誘の実情等の営業姿勢、内部管

理体制の点検を重点事項として行ったが、一部の登録金融機関におい

て、金融機関側の事務処理ミスに伴う損失の処理に際し、顧客側に損

失の負担を求め解決を図っているという不適切な処理が認められた。

第７ 金融先物取引業者等に対する検査結果の概要

金融先物取引業者等に対する検査については、証券検査の際に、市

場ルール等の遵守状況の点検、投資勧誘の実情等営業姿勢の実態把握

を行ったが、特に問題は認められなかった。



第４章 勧 告

第１ 概 説

監視委員会は、検査又は犯則事件の調査を行った場合において、必要

があると認めるときは、その結果に基づき、証券取引等の公正を確保す

るため行うべき行政処分その他の措置（以下「行政処分等」という）に

ついて内閣総理大臣及び金融庁長官に勧告することができる（設置法第

20条第１項）。

具体的には、証券会社等の法令違反行為が把握された場合に行政処分

等を行うことを求める勧告や、証券会社等の法令違反行為に対して自主

規制機関が必要な処分等を行っていない場合に、自主規制機関に処分等

を行わせることを求める勧告などが挙げられる。

また、監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、勧告に基

づいて執った措置について報告を求めることができる（同条第２項）。

監視委員会から行政処分等を求める勧告を受けた内閣総理大臣及び金

融庁長官は、監視委員会の検査結果等を踏まえ、改めて当事者に対する

聴聞を行った上、相当と認められる場合には、証券会社の登録取消し、

業務停止などの行政処分等を命じる。

なお、証券会社の外務員に対する行政処分等については、その事務が

内閣総理大臣から日本証券業協会に委任されていることから（証取法第

64条の７第１項）、日本証券業協会は、監視委員会の検査結果等を踏ま

え、改めて当事者に対する聴聞を行った上、相当と認められる場合には、

外務員登録の取消処分又は外務員の職務停止処分を命じる。



第２ 勧告の実施状況及び勧告に基づいて執られた措置

監視委員会は、本公表の対象期間において、証券会社に対する検査及

び犯則事件調査の結果に基づき、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、

法令違反等の事実が認められた証券会社及び証券会社の役職員（外務員

登録をしている者）に対して行政処分等を行うことを求める勧告を34件

実施している（財務局長等の検査結果に基づくもの22件を含む）。

これらの勧告のうち、証券会社について行政処分を求める勧告を行っ

たものは18件であり、勧告の対象になった証券会社の役職員は47人とな

っている。

勧告の対象となった主な法令違反の行為者別・内容別の事実関係と、

これに対して金融庁長官等が行った行政処分の内容は、以下のとおりで

ある（詳細は、附属資料２－３の３参照）。

１ 会社の法令違反行為

① 向い呑み及び呑行為〔証取法第39条及び第 129条違反〕

○ 大中証券は、第一営業部部付部長の関与により、平成11年４

月12日、同社が買い付けた特定の銘柄の上場株式について、複

数の顧客からの買付けの委託注文を受託しながら、証券取引所

の会員に取り次ぐことなく、自己が相手方となってこの株式の

売買を成立させた。

・勧告年月日 平成12年８月１日

・行政処分の内容 第一営業部の株券の売買に係る受託業務

の停止４日

（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 こ の 法 令 違 反 と と も に 勧 告 の 対 象 と し



た ④ の 「 有 価 証 券 の 売 買 そ の 他 の 取 引 に 関 し 、 重 要 な 事 項 に

つ き 誤 解 を 生 ぜ し め る べ き 表 示 を す る 行 為 」 、 ⑤ の 「 特 別 の

利 益 を 提 供 す る こ と を 約 し て 勧 誘 す る 行 為 」 の 事 実 に 係 る 処

分 を 含 む 。

② 取引一任勘定取引の契約を締結する行為〔証取法第42条第１項

第５号違反〕

○ アーク証券の東京支店専任社員は、平成11年７月頃、顧客と

の間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同

意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定

めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成

11年８月３日から平成12年８月３日までの間、取引を受託、執

行した。

また、東京支店営業部長は、平成11年11月16日から平成12年

７月10日にかけて、顧客との間で、ＶＷＡＰ注文による株式の

売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、

価格について定めることができることを内容とする契約を多数

回にわたり締結した上で、同期間、取引を受託、執行した。

なお、同社は、過去に行われた東海財務局長の検査において、

連続して取引一任勘定取引の契約の締結行為が認められ、その

都度指摘を受けている。そのような状況下で行われたこれらの

行為は、証券会社としての管理監督上の重大な過失により実行

されたものであり、会社の行為と認められる。

・勧告年月日 平成13年６月８日

・行政処分の内容 イ 全店の全ての業務の停止２日

ロ 東京支店の株券の売買に係る受託業

務の停止１か月

ハ 業務改善命令（責任の所在の明確化、



内部管理体制の充実・強化、役職員等

の法令遵守意識の徹底及び再発防止策

の策定）

○ 国際証券の大阪支店資産運用部長は、平成12年10月12日から

平成13年１月18日にかけて、顧客との間で、株式の売買の受託

につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、価格、又は

数及び価格について定めることができることを内容とする契約

を多数回にわたり締結した上で、平成12年10月13日から平成13

年１月19日までの間、取引を受託、執行した。

また、大阪支店資産運用部資産運用一課長は、平成９年７月

16日から平成12年12月13日にかけて、顧客との間で、株式の売

買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、価

格について定めることができることを内容とする契約を多数回

にわたり締結した上で、平成９年７月17日から平成12年12月18

日までの間、取引を受託、執行した。

なお、同社は、過去に行われた財務局長の検査において、複

数回取引一任勘定取引の契約の締結行為が認められ、その都度

指摘を受けている。そのような状況下で行われたこれらの行為

は、証券会社としての管理監督上の重大な過失により実行され

たものであり、会社の行為と認められる。

・勧告年月日 平成13年６月12日

・行政処分の内容 イ 全店の全ての業務の停止３日

ロ 大阪支店の株券の売買に係る受託業

務の停止１か月

ハ 大分支店の債券の売買に係る受託業

務の停止５日

ニ 業務改善命令（内部管理体制を抜本



的に見直し、責任の所在の明確化を図

り人事を刷新すること、再発防止策を

策定し役職員に周知徹底する方策を講

じること、全役職員に対する「法令遵

守意識の徹底」に係る研修を実施し内

容と結果を報告すること、社内検査の

充実・強化を図り定期的に結果を報告

すること）

（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 こ の 法 令 違 反 と と も に 勧 告 の 対 象 と し

た ④ の 「 有 価 証 券 の 売 買 そ の 他 の 取 引 に 関 し 、 虚 偽 の 表 示 を

す る 行 為 」 、 ⑤ の 「 特 別 の 利 益 を 提 供 す る こ と を 約 し て 勧 誘

す る 行 為 」 及 び ⑪ の 「 役 職 員 に よ る 検 査 を 忌 避 す る 行 為 」 に

係 る 処 分 を 含 む 。

③ 委託注文に優先する自己の計算による有価証券の売買をする行

為〔証取法第42条第１項第８号〕

○ みずほ証券は、平成12年１月から平成13年２月にかけて、自

己の計算における株式の売買を担当する者が、顧客からの株式

の委託注文の執行も行っていたが、この間、複数の顧客からの

委託注文を受け、それらの委託注文に係る売買が全て成立する

前に、委託注文と同一銘柄の自己の計算による注文を発注し、

多数回にわたり、委託注文に係る価格と同一又は有利な価格で

の自己の計算による売買を成立させた。

・勧告年月日 平成13年５月18日

・行政処分の内容 業務改善命令（法令遵守意識の徹底、

責任の所在の明確化及び内部管理体制

の充実・強化等）



（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 こ の 法 令 違 反 と と も に 勧 告 の 対 象 と し

た ⑨ 「 引 受 有 価 証 券 の 親 法 人 等 へ の 売 却 を 行 う 行 為 」 に 係 る

処 分 を 含 む 。

④ 有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をする行為又

は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為〔証取

法第42条第１項第９号に基づく行為規制府令第４条第１号違反、

外証法第14条第１項で準用〕

○ 大中証券は、第一営業部部付部長の関与により、平成11年４

月12日、同社が一定の価格で買い付けた銘柄の株式について、

その価格で顧客に付け替えるため、複数の顧客に対し、顧客が

その価格よりも安い価格で買付けを行うことが可能であるにも

かかわらず、ことさらにその価格の売注文が市場に出されてい

ることを伝え、顧客がその価格で買注文を出さなければ、市場

での買付けができないかのような誤解を与える説明を行った。

・勧告年月日 平成12年８月１日

・行政処分の内容 第一営業部の株券の売買に係る受託業務

の停止４日

（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 こ の 法 令 違 反 と と も に 勧 告 の 対 象 と し

た ① の 「 向 い 呑 み 及 び 呑 行 為 」 及 び ⑤ の 「 特 別 の 利 益 を 提 供

す る こ と を 約 し て 勧 誘 す る 行 為 」 に 係 る 処 分 を 含 む 。

○ エイチ・アイ・エス協立証券は、平成12年２月23日以降、イ

ンターネット取引を行っている多数の顧客に対し、顧客の預り

残高等について、事実と異なる内容の情報をインターネット取

引の画面上に表示した。

・勧告年月日 平成12年10月６日

・行政処分の内容 インターネット取引における株券の売買



に係る受託業務の停止５日

（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 こ の 法 令 違 反 と と も に 勧 告 の 対 象 と し

た ⑫ の 「 取 引 報 告 書 の 不 交 付 」 に 係 る 処 分 を 含 む 。

○ ラボ・セキュリティーズ・アジア・ビー・ヴイ東京支店は、

平成11年９月22日、複数の顧客に債券を販売する際、誤って経

過利子相当額を含めない取引単価を提示したため、本来全ての

顧客と取引単価の訂正について交渉を行うべきところ、取引単

価の訂正にあたり、取引額の多い顧客にのみ経過利子相当額を

負担させるため、その顧客に対し、取引単価に他の顧客が負担

すべき分を含めた経過利子相当額を含んでいるにもかかわらず

その説明を行わずに、その取引単価を提示することにより、虚

偽の表示を行った。

・勧告年月日 平成13年１月26日

・行政処分の内容 東京支店の全ての業務の停止30日

（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 こ の 法 令 違 反 と と も に 勧 告 の 対 象 と し

た ⑦ の 「 利 益 に 追 加 す る た め 財 産 上 の 利 益 を 提 供 す る 行 為 」

及 び 金 融 庁 長 官 の 検 査 に よ っ て 認 め ら れ た 法 令 違 反 等 に 係 る

処 分 を 含 む 。

○ エヌシーエス証券は、平成12年５月、代表取締役社長等の関

与により、有価証券取引としてのＣＰの証書を媒介した際、

「約束手形（証券取引法上の有価証券）」等と記載した説明書

を作成し顧客に交付したが、その後、ＣＰの証書が証取法上の

有価証券に該当しない事実を認識したにもかかわらず、事実を

顧客に告げないことにより、虚偽の表示を行った。

また、平成12年７月、代表取締役社長等の関与により、外国

法人が発行する譲渡性預金証書（以下「ＣＤ」という。）の取

引の媒介に際し、オファーシートを作成し顧客に交付したが、



オファーシート上に記載したＣＤの発行体と認識していた法人

が他社に吸収合併され、その名称が既に変更されていた事実を

把握したにもかかわらず、その後の複数回にわたる同ＣＤの取

引においても、従前同様のオファーシートを交付し続けるなど、

重要な事実を顧客に告げないことにより、重要な事項について

誤解をさせるような表示を行った。

・勧告年月日 平成13年１月30日

・行政処分の内容 イ 本店のＣＰ、ＣＤ及び株券の売買に

係る受託業務の停止３日

ロ 東京支店のＣＰ、ＣＤ及び株券の売

買に係る受託業務の停止１週間

ハ 業務改善命令（役員等の法令遵守意

識の徹底、責任ある経営体制の整備及

び内部管理体制の充実・強化を図るた

めの具体的方策の策定）

（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 こ の 法 令 違 反 と と も に 勧 告 の 対 象 と し

た ⑬ の 「 内 部 管 理 機 能 の 形 骸 化 」 に 係 る 処 分 を 含 む 。

○ 日興証券は、平成８年４月から平成９年10月までの間、特定

の会社により発行された一連の外国債券を多数の法人顧客に販

売している。

その際、一部の銘柄について、債券部外国商品課長及び外国

商品課営業員の関与により、投資勧誘資料である外国証券内容

説明書等の記載内容の一部に、事実と異なる為替スワップの相

手方、債務の弁済順位等の内容を記載し、これを多数の顧客に

交付することにより、虚偽の表示を行った。

・勧告年月日 平成13年４月27日

・行政処分の内容 業務改善命令（法令遵守意識の徹底、



責任の所在の明確化及び内部管理体制

の充実・強化）

（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 こ の 法 令 違 反 と と も に 勧 告 の 対 象 と し

た ⑦ の 「 利 益 に 追 加 す る た め 財 産 上 の 利 益 を 提 供 す る 行 為 」

に 係 る 処 分 を 含 む 。

○ 日本グローバル証券が、平成11年５月から平成12年５月にか

けて売出しを行った上場銘柄の株式を対象とする他社株券償還

特約付社債券（以下「ＥＢ」という。）の複数の銘柄について

は、ＥＢの条件決定日以降に対象銘柄の株価が下落して、売出

期間中において行使価格を大幅に下回る状況となった。

同社は、このようにＥＢの売出期間中において、対象株式の

株価の下落によりＥＢの設定条件が顧客にとって著しく不利な

状況となっているにもかかわらず、ＥＢの勧誘において、ＥＢ

の投資商品としての経済合理性に与える影響について適切な説

明をしないことにより、重要な事項について誤解をさせるよう

な表示を行った。

また、同社においては、平成12年２月及び５月、上場銘柄の

株式を対象とする複数の銘柄のＥＢの販売に際し、売出期間中

に完売できずに売出し残が発生した。この際、対象銘柄の株価

の下落により、ＥＢの時価も下落していた。

このような状況下において、同社は、売出し残の減少を図る

ため、売出期間経過後も継続的にＥＢを顧客に販売した。

しかしながら、売出期間経過後の販売時において、同社は多

数の顧客に対し、適正な取引価格よりも高い売出価格と同じ取

引価格を提示することにより、その価格が適正な取引価格であ

るとの重要な事項について誤解をさせるような表示を行った。

・勧告年月日 平成13年５月22日



・行政処分の内容 イ 全店の債券の売買に係る業務の停

止12日

ロ 業務改善命令（内部管理体制の充

実・強化、役職員の法令遵守意識の

徹底、再発防止策の策定及び責任の

所在の明確化）

○ 国際証券は、大分支店長及び同支店投資相談課営業員の関与

により、平成12年１月から８月にかけて、新規顧客を開拓する

ための債券の投資勧誘に当たり、元本が保証されていないにも

かかわらず、元本保証であるとの事実と異なる内容を記載した

はがきを作成し、これを新規開拓先である多数の個人投資家に

交付することにより、虚偽の表示を行った。

・勧告年月日 平成13年６月12日

・行政処分の内容 イ 全店の全ての業務の停止３日

ロ 大阪支店の株券の売買に係る受託業

務の停止１か月

ハ 大分支店の債券の売買に係る受託業

務の停止５日

ニ 業務改善命令（内部管理体制を抜本

的に見直し、責任の所在の明確化を図

り人事を刷新すること、再発防止策を

策定し役職員に周知徹底する方策を講

じること、全役職員に対する「法令遵

守意識の徹底」に係る研修を実施し内

容と結果を報告すること、社内検査の

充実・強化を図り定期的に結果を報告

すること）



（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 こ の 法 令 違 反 と と も に 勧 告 の 対 象 と し

た ② の 「 取 引 一 任 勘 定 取 引 の 契 約 を 締 結 す る 行 為 」 、 ⑤ の

「 特 別 の 利 益 を 提 供 す る こ と を 約 し て 勧 誘 す る 行 為 」 及 び ⑪

の 「 検 査 を 忌 避 す る 行 為 」 に 係 る 処 分 を 含 む 。

○ 新光証券は、平成12年５月及び７月に売出しを行った上場銘

柄の株式を対象とする他社株券償還特約付社債券 （以下、Ｅ

Ｂという。）の複数の銘柄については、ＥＢの条件決定日以降、

対象銘柄の株価が下落して、売出期間中において転換価格を大

幅に下回る状況となった。

同社は、このようにＥＢの売出期間中において、対象株式の

株価の下落によりＥＢの設定条件が顧客にとって著しく不利な

状況となっているにもかかわらず、ＥＢの勧誘において、ＥＢ

の投資商品としての経済合理性に与える影響について適切な説

明をしないことにより、重要な事項について誤解をさせるよう

な表示を行った。

また、平成12年７月及び12月、上場銘柄の株式を対象とする

ＥＢ等複数の銘柄の販売に際し、売出期間中に完売できずに売

出し残が発生した。この際、対象銘柄の株価の下落等により、

ＥＢ等の時価も下落していた。

このような状況下において、同社は、売出し残の減少を図る

ため、売出期間の経過後も継続的にＥＢ等を顧客に販売した。

しかしながら、売出期間最終日の翌日の販売において、同社

は、多数の顧客に対し、適正な取引価格よりも高い売出価格と

同値の取引価格を提示することにより、その価格が適正な取引

価格であるとの重要な事項について誤解をさせるような表示を

行った。

・勧告年月日 平成13年６月29日



・行政処分の内容 業務改善命令（内部管理体制の充実・強

化、役職員の法令遵守意識の徹底、再発

防止策の策定、責任の所在の明確化及び

投資者への適切な対応）

⑤ 特別の利益を提供することを約して勧誘する行為〔証取法第42

条第１項第９号に基づく行為規制府令第４条第２号違反、外証法

第14条第１項等で準用〕

○ 大中証券は、梅田支店長の関与により、平成９年６月26日、

顧客に対し、同社があらかじめ買い付けていた個別の銘柄の株

式について、その買付価格で顧客に付け替えることにより、顧

客が時価よりも安い価格でこの銘柄の株式を買い付けることを

可能にすることを約束して、株式の買付けを勧誘した。

・勧告年月日 平成12年８月１日

・行政処分の内容 第一営業部の株券の売買に係る受託業務

の停止４日

（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 こ の 法 令 違 反 と と も に 勧 告 の 対 象 と し

た ① の 「 向 い 呑 み 及 び 呑 行 為 」 、 ④ の 「 有 価 証 券 の 売 買 そ の

他 の 取 引 に 関 し 、 重 要 な 事 項 に つ き 誤 解 を 生 ぜ し め る べ き 表

示 を す る 行 為 」 に 係 る 処 分 を 含 む 。

○ ウェストエルビー・セキュリティーズ・パシフィック・リミ

テッド東京支店は、複数の法人顧客（保険会社）からソルベン

シー・マージン比率向上のための劣後ローンの供与の斡旋依頼

を受けたが、劣後ローン融資を行う金融機関が見つからなかっ

た。このため、平成10年３月及び平成11年３月、支店長、金融

商品部部長等の関与により、保険会社である複数の法人顧客に

対し、顧客が金融機関から劣後ローンを借り入れると同時に、



劣後ローンの信用リスクに元本等の支払が連動する債券を顧客

が取得することにより、劣後ローンの信用リスクを顧客自身に

還流させることとなるセットのスキームを提示した。

このような取引スキームは、実質的には、劣後ローンの借入

れが、顧客の保険金支払能力の充実にはつながらず、顧客のソ

ルベンシー・マージン比率を見かけ上嵩上げすることとなるも

のであるが、当支店は、このスキームに基づいて取引を実行す

ることを約して、有価証券取引の勧誘を行った。

・勧告年月日 平成12年９月12日

・行政処分の内容 イ 金融商品営業部及び金融商品トレー

ディング部の全ての業務の停止４週間

ロ 金銭債権の売買の媒介業務の停止５

日

ハ 平成12年11月25日までの間、クレジ

ット・デリバティブ取引の承認申請の

禁止

ニ 業務改善命令（内部管理体制の充実

・強化、役職員の法令遵守意識の徹底、

再発防止策の策定及び責任の所在の明

確化）

（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 金 融 庁 長 官 の 検 査 に よ っ て 認 め ら れ た

法 令 違 反 に 係 る 処 分 を 含 む 。

○ シー・アイ・ビー・シー・ワールド・マーケッツ（ジャパ

ン）インク東京支店は、平成９年11月、法人顧客に対し、この

顧客の保有するほとんど無価値の債券に生ずる損失を専ら先送

りすることを目的として、顧客の追加資金を導入した上で、こ

の損失を転嫁する新たな債券を取得するスキームを提示し、顧



客が実現損を表面化させないことを可能にすることを約束して、

有価証券の取引の勧誘を行った。

また、この際、新たに取得する債券については、顧客が負担

した追加資金に、海外にある同支店グループの金融機関が一定

額を負担することにより、顧客の追加資金よりも実質価値を高

くした債券を取得させるという財産上の利益を提供することも

約束して、上記の勧誘を行った。

さらに、平成10年10月、法人顧客の債券の取引に際し、前受

金として当座預金口座に入金させ、この債券の取引を実行する

ために、前受金の預入期間について債券の利息相当額を支払う

ことをこの法人顧客に対し約束して、この有価証券の取引の勧

誘を行った。

・勧告年月日 平成13年３月６日

・行政処分の内容 イ 東京支店金融商品部の全ての業務の

停止５日

ロ 有価証券店頭デリバティブ取引の媒

介、有価証券関連以外のデリバティブ

取引業務の媒介及び金銭債権の売買取

引の媒介業務の停止５日

ハ 業務改善命令（内部管理体制の充実

・強化、役職員の法令遵守意識の徹底、

再発防止策の策定及び責任の所在の明

確化）

（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 金 融 庁 長 官 の 検 査 に よ っ て 認 め ら れ た

法 令 違 反 に 係 る 処 分 を 含 む 。

○ 東京三菱証券は、顧客から買い付けた債券をその顧客の実質

親会社に売却する取引を、平成10年６月に約定し、受渡しを完



了させた。

その後、同社は、その有価証券の取引に関し、これらの顧客

から、この取引を取引以前の状況に戻す取引の要請を受けた。

同社は、顧客の要請を踏まえ、平成10年７月に顧客に対し、

その取引の取消しという形での新たな取引を申し入れて実行し

た。この取引は、取消しという名目で、実質的に当社が当初の

取引における買付顧客から債券を買い戻し、当初の取引におけ

る売付顧客に対し売り戻すという、有価証券の取引と認められ

る。

この新たな取引に際し、同社は買戻価格を当初の売却価格と

同値で行い、売戻価格を当初の買付価格と同値で行うことによ

り、当初の取引で同社が得ていた売買益相当額を顧客に対し提

供するとともに、この新たな取引に係る手数料相当額を徴収し

ないことを約束して、有価証券の売買その他の取引の勧誘を行

った。

・勧告年月日 平成13年５月22日

・行政処分の内容 イ エクィティ部の自己売買に係る業務

の停止12日

ロ 債券営業部の自己売買に係る業務の

停止２日

ハ 業務改善命令（内部管理体制の充実

・強化、役職員の法令遵守意識の徹底、

再発防止策の策定及び責任の所在の明

確化）

（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 こ の 法 令 違 反 と と も に 勧 告 の 対 象 と し

た ⑥ の 「 実 勢 を 反 映 し な い 作 為 的 相 場 を 形 成 さ せ る べ き 一 連

の 有 価 証 券 の 売 買 取 引 」 に 係 る 処 分 を 含 む 。



○ 国際証券は、大阪支店において、平成10年11月、法人顧客か

ら通常では対応不可能な多額の寄付要請を受けたが、同支店長、

同支店資産運用部長及び同部資産運用一課長の関与により、こ

の法人顧客に対し寄付を断るに際し、値上がりの蓋然性が高く

支店への割当数量が数単位しかない２銘柄の新規公開株式を恣

意的かつ特別に配分し、その売買益をもって寄付の代わりとす

ることとし、同年12月に法人顧客の資産運用担当者に対しその

趣旨を申し入れることにより、新規公開株式の買付けを勧誘し

た。

・勧告年月日 平成13年６月12日

・行政処分の内容 イ 全店の全ての業務の停止３日

ロ 大阪支店の株券の売買に係る受託業

務の停止１か月

ハ 大分支店の債券の売買に係る受託業

務の停止５日

ニ 業務改善命令（内部管理体制を抜本

的に見直し、責任の所在の明確化を図

り人事を刷新すること、再発防止策を

策定し役職員に周知徹底する方策を講

じること、全役職員に対する「法令遵

守意識の徹底」に係る研修を実施し内

容と結果を報告すること、社内検査の

充実・強化を図り定期的に結果を報告

すること）

（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 こ の 法 令 違 反 と と も に 勧 告 の 対 象 と し

た ② の 「 取 引 一 任 勘 定 取 引 の 契 約 を 締 結 す る 行 為 」 、 ④ の

「 有 価 証 券 の 売 買 そ の 他 の 取 引 に 関 し 、 虚 偽 の 表 示 を す る 行



為 」 及 び ⑪ の 「 役 職 員 に よ る 検 査 を 忌 避 す る 行 為 」 に 係 る 処

分 を 含 む 。

○ ソシエテ ジェネラル セキュリティーズ ノース パシフ

ィック リミテッドは、平成10年１月から６月までの間、東京

支店金融商品部副部長の関与により、複数の法人顧客に対し、

この顧客の保有するほとんど無価値の償還期日直前の有価証券

について、顧客に生ずる損失を専ら先送りすることを目的とし

た、有価証券の条件変更をさせるスキームを提示し、この顧客

が実現損を表面化させないことを可能にすることを約束して有

価証券の取引の勧誘を行った。

また、平成７年３月から平成10年６月までの間、東京支店長

等の関与により、顧客と投資一任契約をしている注文の発注者

である投資顧問会社に対し、注文の発注の見返りに投資助言報

酬の名目で金銭の支払いを行うことを約束して、有価証券の取

引の勧誘を行った。

・勧告年月日 平成13年６月19日

・行政処分の内容 イ 東京支店金融商品営業部及び金融商

品技術開発部の業務の停止３日

ロ 東京支店の株券の売買に係る受託業

務の停止３日

ハ 業務改善命令（内部管理体制の充実

・強化、役職員の法令遵守意識の徹底、

再発防止策の策定及び責任の所在の明

確化）

⑥ 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券

の売買取引、実勢を反映しない作為的相場が形成されることとな



ることを知りながら一連の有価証券の売買取引の受託をする行為

〔証取法第42条第１項第９号に基づく行為規制府令第４条第３号

違反〕

○ 室清証券は、第一営業部付課長の関与により、平成11年４月

９日から平成12年８月18日の間の多数の日にわたって、特定の

上場銘柄の株式について、顧客がこの銘柄の株価を引き上げる

ことを意図して、成行又は高い指値等の買付注文により、一連

の有価証券の売買取引を行っていることを認識しながら、この

一連の買付注文を受託、執行した。

また、顧客の一連の取引の受託、執行において、証券会社と

しての適切な管理監督を怠っていた。

・勧告年月日 平成13年３月13日

・行政処分の内容 イ 本店第一営業部の株券の売買に係る

受託業務の停止９日

ロ 業務改善命令（内部管理体制の充実

・強化、役職員の法令・諸規則等に対

する遵守意識の徹底、再発防止策の策

定及び責任の所在の明確化）

○ 東京三菱証券は、エクィティ部課長２名の関与により、上場

銘柄の株式を対象とする他社株券償還特約付社債券（以下「Ｅ

Ｂ」という。）に関し、その銘柄の株価の水準によりボーナス

・クーポン（追加利息）の支払額が判定される日である平成13

年１月17日の14時59分から大引けにかけて、同社が負っている

ＥＢのボーナス・クーポンに係る一定の金銭の支払義務が回避

されることを認識した上で、この銘柄の株式について、この銘

柄の株価の終値が一定のボーナス・クーポンの支払判定株価未

満となることを意図して、成行又は低い指値の一連の売付注文



を行い、株価を下落させた。

なお、この結果、この銘柄の株価は、ボーナス・クーポンの

支払判定株価を下回ることとなり、ボーナス・クーポンの総額

約３億６千５百万円が支払われないこととなった。

・勧告年月日 平成13年５月22日

・行政処分の内容 イ エクィティ部の自己売買に係る業務

の停止12日

ロ 債券営業部の自己売買に係る業務の

停止２日

ハ 業務改善命令（内部管理体制の充実

・強化、役職員の法令遵守意識の徹底、

再発防止策の策定及び責任の所在の明

確化）

（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 こ の 法 令 違 反 と と も に 勧 告 の 対 象 と し

た ⑤ の 「 特 別 の 利 益 を 提 供 す る こ と を 約 し て 勧 誘 す る 行 為 」

に 係 る 処 分 を 含 む 。

⑦ 利益に追加するため財産上の利益を提供する行為〔証取法第42

条の２第１項第３号違反、外証法第14条第１項で準用〕

○ ラボ・セキュリティーズ・アジア・ビー・ヴイ東京支店は、

平成11年９月22日、複数の顧客に債券を販売する際、一部の顧

客について適正な取引単価より低い取引単価で販売することに

より、一部の顧客に対し、約 850万円の財産上の利益を提供し

た。

・勧告年月日 平成13年１月26日

・行政処分の内容 東京支店の全ての業務の停止30日

（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 こ の 法 令 違 反 と と も に 勧 告 の 対 象 と し



た ④ の 「 有 価 証 券 の 売 買 そ の 他 の 取 引 に 関 し 、 虚 偽 の 表 示 を

す る 行 為 」 及 び 金 融 庁 長 官 の 検 査 に よ っ て 認 め ら れ た 法 令 違

反 等 に 係 る 処 分 を 含 む 。

○ 日興証券は、西宮支店運用コンサルタント課長が課内におけ

る新規公開株式の顧客への配分を決定する地位にあった中で、

同課長の関与により、その担当していた顧客に対し、有価証券

取引につき生じた顧客の利益に追加する目的で、平成11年10月

１日から10月６日までの間、値上がりの蓋然性が高く支店への

割当数量が１単位若しくは数単位しかない複数の銘柄の新規公

開株式を恣意的に集中配分することにより、財産上の利益を提

供した。

・勧告年月日 平成13年４月27日

・行政処分の内容 業務改善命令（法令遵守意識の徹底、責

任の所在の明確化及び内部管理体制の充

実・強化）

（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 こ の 法 令 違 反 と と も に 勧 告 の 対 象 と し

た ④ の 「 有 価 証 券 の 売 買 そ の 他 の 取 引 に 関 す る 虚 偽 表 示 」 に

係 る 処 分 を 含 む 。

⑧ 法人関係情報に係る不公正取引の防止上不十分な管理の状況

〔証取法第43条第２号に基づく行為規制府令第10条第４号違

反〕

○ 三田証券は、法人顧客が行う株式の買入れ消却のための自社

株式買付けについて、平成11年８月11日にこの顧客と取次ぎに

関する基本契約を締結し、平成11年８月12日から平成12年５月

17日までの間、この契約に基づき顧客から自社株式の買付注文

を受託執行することにより、この顧客が行う未公表の重要事実



である個別具体的な買付けの決定内容の法人関係情報を知るこ

とになった。

同社においては、法人関係情報を取得した場合は、社内規程

に基づき自己売買の禁止等の適切な措置を講ずることとなって

いるにもかかわらず、そのような措置を講じておらず、さらに、

自己売買業務の担当者が法人関係情報に基づく売買の執行担当

を兼務する体制となっている。

このような状況下で、自己売買業務の担当者である営業本部

長は、平成12年３月27日に、この顧客が自社株式の買付けを行

うことを知りながら、自己の計算においてその銘柄の売買を行

っており、同社においては、法人関係情報に係る不公正な取引

の防止策が十分でない状況で業務が営まれている。

・勧告年月日 平成13年５月18日

・行政処分の内容 業務改善命令（内部管理体制の充実・強

化、役職員の法令遵守意識の徹底及び責

任の所在の明確化）

⑨ 引受有価証券の親法人等への売却を行う行為〔証取法第45条第

３号に基づく行為規制府令第12条第６号違反〕

○ みずほ証券は、平成11年８月から平成12年11月にかけて、同

証券が引受人となった株式など複数の有価証券について、引受

人となった日から６月以内に、同証券の親法人等に対し、引き

受けた有価証券の売却を行った。

・勧告年月日 平成13年５月18日

・行政処分の内容 業務改善命令（法令遵守意識の徹底、責

任の所在の明確化及び内部管理体制の充

実・強化）



（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 こ の 法 令 違 反 と と も に 勧 告 の 対 象 と し

た ③ の 「 委 託 注 文 に 優 先 す る 自 己 の 計 算 に よ る 有 価 証 券 の 売

買 を す る 行 為 」 に 係 る 処 分 を 含 む 。

⑩ 一定の配当の表示〔証取法第 171条違反〕

○ 東洋証券は、名古屋支店長の関与により、平成11年７月下旬

から平成12年４月21日までの間、複数の銘柄の株式について、

不特定かつ多数の顧客に買付勧誘を行うに際し、これらの銘柄

の株式に関し、毎年一定額の配当金が供与される旨の表示を行

った。

・勧告年月日 平成12年８月１日

・行政処分の内容 名古屋支店の株券の売買に係る受託業務

の停止２日

⑪ 検査を忌避する行為〔証取法第 198条の５第８号違反〕

○ 国際証券は、大阪支店における近畿財務局長の検査において、

取引一任勘定取引の契約を締結する行為に関し、同支店総務部

長、同支店資産運用部長及び同部資産運用一課長の関与により、

顧客に対し、検査官に取引一任勘定取引の契約の締結の事実が

ない旨の虚偽の回答を行うよう依頼した。

さらに、同支店総務部長及び同支店資産運用部長の関与によ

り、特定の顧客の営業担当者に関する検査官の質問に対し、真

実は、資産運用部長自身が顧客の担当者であるにもかかわらず、

他の者がその顧客の担当者であると回答し、事実を意図的に隠

蔽した。

また、同社は、特別の利益を提供することを約して勧誘する

行為に関し、執行役員である管理統括部長及び同支店資産運用



部資産運用一課長の関与により、新規公開株式の配分理由に係

る検査官の質問に対し、事実を意図的に隠蔽した回答を行った。

・勧告年月日 平成13年６月12日

・行政処分の内容 イ 全店の全ての業務の停止３日

ロ 大阪支店の株券の売買に係る受託業

務の停止１か月

ハ 大分支店の債券の売買に係る受託業

務の停止５日

ニ 業務改善命令（内部管理体制を抜本

的に見直し、責任の所在の明確化を図

り人事を刷新すること、再発防止策を

策定し役職員に周知徹底する方策を講

じること、全役職員に対する「法令遵

守意識の徹底」に係る研修を実施し内

容と結果を報告すること、社内検査の

充実・強化を図り定期的に結果を報告

すること）

（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 こ の 法 令 違 反 と と も に 勧 告 の 対 象 と し

た ② の 「 取 引 一 任 勘 定 取 引 の 契 約 を 締 結 す る 行 為 」 、 ④ の

「 有 価 証 券 の 売 買 そ の 他 の 取 引 に 関 し 、 虚 偽 の 表 示 を す る 行

為 」 及 び ⑤ の 「 特 別 の 利 益 を 提 供 す る こ と を 約 し て 勧 誘 す る

行 為 」 に 係 る 処 分 を 含 む 。

⑫ 取引報告書の不交付〔証取法第 205条の2 第４号違反〕

○ エイチ・アイ・エス協立証券は、平成12年２月21日にインタ

ーネット取引により多数の顧客から受託した株式の委託注文に

ついて、翌日市場において取引が成立したにもかかわらず、顧



客に対して取引報告書を交付しなかった。

・勧告年月日 平成12年10月６日

・行政処分の内容 インターネット取引における株券の売買

に係る受託業務の停止５日

（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 こ の 法 令 違 反 と と も に 勧 告 の 対 象 と し

た ③ の 「 有 価 証 券 の 売 買 そ の 他 の 取 引 に 関 す る 虚 偽 表 示 」 に

係 る 処 分 を 含 む 。

⑬ 内部管理機能の形骸化

○ エヌシーエス証券の代表取締役社長は、法令遵守の励行や内

部管理体制の機能強化に率先して取り組むべき立場にあるにも

かかわらず、他の役職員に対して適切な指示を与えず、自ら法

令違反行為（上記④参照）の実行者として、有価証券の取扱い

に係る社内決定及び内部管理統括責任者等による取引中止の進

言を無視して取引を強行するなど、法令遵守意識が著しく欠如

している。

また、内部管理統括責任者等についても、代表取締役社長に

取引中止の進言はしたものの、最終的には代表取締役社長の意

向に従った取引を行うなど、内部管理による牽制機能が働いて

いない。

このように、これらの法令違反行為に関与した代表取締役社

長等には法令諸規則の遵守意識が著しく欠如していると認めら

れるとともに、同社の内部管理機能は形骸化しており、証券会

社としての業務運営上、重大な不備があると認められる。

・勧告年月日 平成13年１月30日

・行政処分の内容 イ 本店のＣＰ、ＣＤ及び株券の売買に

係る受託業務の停止３日



ロ 東京支店のＣＰ、ＣＤ及び株券の売

買に係る受託業務の停止１週間

ハ 業務改善命令（役員等の法令遵守意

識の徹底、責任ある経営体制の整備及

び内部管理体制の充実・強化を図るた

めの具体的方策の策定）

（ 注 ） 上 記 の 処 分 内 容 は 、 こ の 法 令 違 反 と と も に 勧 告 の 対 象 と し

た ④ の 「 有 価 証 券 の 売 買 そ の 他 の 取 引 に 関 す る 虚 偽 表 示 等 」

に 係 る 処 分 を 含 む 。



２ 役職員の法令違反行為

証券会社の役職員（外務員登録をしている者）に係る勧告につい

ては、以下の法令違反行為が認められた。

① 取引一任勘定取引の契約を締結する行為〔証取法第42条第１項

第５号違反〕

外務員は、顧客との間で、株式等の売買取引の受託につき、売

買の別、銘柄、数及び価格の全部又はこれらの一部について、顧

客の個別の取引ごとの同意を得ないで定めることができることを

内容とする契約を締結した上で、取引を受託、執行した（勧告対

象12社21人）。

② 有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をする行為

〔証取法第42条第１項第９号に基づく行為規制府令第４条第１号

違反〕

イ 外務員は、株式の委託注文の執行に際し、誤って受託数量以

上の数量を執行し約定が成立したが、顧客への約定連絡に当た

り本来顧客に帰属させるべき約定内容とは異なる内容の連絡を

した。しかし、その後この連絡内容が誤りであることに気付い

たにもかかわらず、これを顧客に告げないことにより、虚偽の

表示を行なった（勧告対象１社１人）。

ロ 外務員は、顧客に外国債券の買付けを勧誘した際、元本が保

証されていないにもかかわらず、顧客に対する投資勧誘資料に、

あたかも元本が保証されているかのような事実と異なる内容を

記載し、これを顧客に交付することにより、虚偽の表示を行っ

た（勧告対象２社２人）。



③ 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券

の売買取引をする行為、実勢を反映しない作為的相場が形成され

ることを知りながら一連の有価証券の売買取引を受託する行為

〔証取法第42条第１項第９号に基づく行為規制府令第４条第３号

違反〕

イ 外務員は、個別の上場銘柄の株式について、株価を引き下げ

る目的をもって、顧客から受託した株式の売付注文を利用して

又は自己勘定による成行又は低い指値の一連の売付けを行い、

株価を下落させた（勧告対象３社５人）。

ロ 外務員は、個別の上場銘柄の株式について、顧客が成行又は

高い指値の一連の買付注文により、株価を引き上げる目的をも

っていることを知りながら、一連の注文を受託、執行した（勧

告対象１社１人）。

④ 役職員の投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買〔証取

法第42条第１項第９号に基づく行為規制府令第４条第５号違

反〕

外務員は、自己の営業成績の向上及び利益追求を図るため、顧

客の口座を使用して、自己の計算に基づく株式の売買を多数回に

わたり行った（勧告対象５社６人）。

⑤ 損失を補てんするため財産上の利益を提供する行為〔証取法第

42条の2 第１項第３号違反〕

外務員は、顧客の有価証券の売買について生じた顧客の損失の

一部を補てんするため、自己の資金を顧客の口座に入金する方法

により、財産上の利益を提供した（勧告対象１社１人）。



⑥ 外務員の職務に関する著しく不適当な行為〔証取法第64条の５

第１項第２号違反〕

イ 外務員は、投資信託の受益証券の取引の受託につき、顧客と

の間で、取得の申込み又は解約の別、銘柄及び数の全部につい

て、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで定めることができ

ることを内容とする契約を締結した上で、取引を受託、執行し

た（勧告対象３社４人）。

ロ 外務員は、顧客から株式の売買の注文を受託する場合におい

て、本人名義以外の名義を使用していることを知りながら、そ

の後も、注文の受託を行った（勧告対象３社３人）。

ハ 外務員は、顧客の同意を得ずに、顧客の計算により株式の買

付けを行った（勧告対象１社１人）。

なお、個別の勧告事案の概要については、附属資料２－３の３に

掲載した。



第５章 建 議

第１ 概 説

監視委員会は、検査又は犯則事件の調査の結果に基づき、必要がある

と認めるときは、証券取引等の公正を確保するために必要と認められる

施策について内閣総理大臣、金融庁長官又は財務大臣に建議することが

できる（設置法第21条）。

建議は、監視委員会が検査、調査の結果把握した事項等を総合分析し

て、法規制や自主規制ルールのあり方等について監視委員会としての見

解を明らかにし、これを行政や自主規制機関が行う諸施策に反映させよ

うとするものである。監視委員会の行う建議は、行政部局の政策対応の

上で、重要な判断材料として扱われる。

監視委員会は、建議の具体的な内容として、取引実態等からみて現行

の法規制、自主規制ルールでは不十分であるような場合に、その事実を

指摘した上で、取引の公正を確保するとの観点から、法規制、自主規制

ルールのあり方等について検討すべき課題及びその見直しの提起を行っ

ている。

第２ 建議の実施状況

本公表の対象期間においては、証券会社の検査等の結果、建議を必

要とする問題点は認められなかった。



第６章 取引審査

第１ 概 説

１ 取引審査の意義及び報告・資料徴取の対象

監視委員会は、犯則事件の調査、証券会社等の検査のほか、日常

的な市場監視活動として取引審査を行っている。これは、証券取引

等の公正を確保し、投資者の保護を図ることを目的として、証取法、

外証法及び金先法により金融庁長官から委任された権限に基づき、

証券会社等から有価証券の売買取引等に関する詳細な報告を求め、

又は資料を徴取するなどして、証券取引等を審査するものである。

なお、検査権限と同様、監視委員会に委任された報告・資料の徴

取権限についても、その一部を財務局長等に委任している（ただし、

必要があれば、監視委員会は、自らその権限を行使することができ

る）。

報告・資料徴取の対象は、以下のとおりである。

① 証券会社及び証券会社の持株会社等 （証取法 第 194条の6)

② 登録金融機関 (証取法 第 194条の6)

③ 証券業協会 (証取法 第 194条の6)

④ 証券取引所 (証取法 第 194条の6)

⑤ 外国証券会社国内支店及び特定金融機関 (外証法 第42条）

⑥ 金融先物取引所及びその会員 (金先法 第92条）

⑦ 金融先物取引業者 (金先法 第92条）

⑧ 金融先物取引業協会 (金先法 第92条）

（ 注 ） （ ） 内 の 法 律 条 項 は 、 金 融 庁 長 官 か ら 監 視 委 員 会 へ の 報 告

・ 資 料 の 徴 取 権 限 の 委 任 規 定 で あ る 。



２ 取引審査の範囲

取引審査の範囲は、政令（証取法施行令第38条、外証法施行令第

20条、金先法施行令第９条）で定められている。例えば、相場操縦

の禁止、風説の流布の禁止、内部者取引の禁止、証券会社とその役

員又は使用人の禁止行為等についての規定に関するものを審査する

こととされている（附属資料１－５の２参照）。

３ 取引審査の着眼点及び視点

取引審査は、

株価が急騰・急落した銘柄

株価が一定期間、固定的に推移している銘柄

対当売買執行前後の株価動向

投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実が発生した銘柄

インターネットやダイヤルＱ２などの情報

一般から寄せられる様々な情報

などに着目し、

市場仲介者として一般の投資者より重い責務を負う証券会社

等がどのように関与していたか

それらの取引の中に証取法等の法令に触れる疑いのあるもの

はなかったか

証券取引所等の自主規制機関が有効に市場監視の機能を果た

しているか

などを重要なポイントとして、実施している。

また、自主規制機関である証券取引所、日本証券業協会等の市場

監視部門とは、定期的又は随時に必要な情報交換を行うとともに、

事実関係に関する照会を行うなど緊密な連携を図っている。



第２ 取引審査実績

１ 審査の実施状況

取引審査を実施するに当たっては、市場情報、企業情報の収集に

努めるとともに、証券会社等から資料を徴取し、あるいは事情聴取

を行い、一定期間、一定範囲の市場取引について詳細な分析を行っ

ている。

本公表の対象期間における審査の実施状況は、以下のとおりであ

る。

価格形成に関して審査を行ったもの ６２ 件

着 眼 点 別 の 主 な 内 訳

・ 株 価 が 急 騰 し た も の ５ １ 件

・ 株 価 が 固 定 的 に 推 移 し た も の ３ 件

内部者取引に関して審査を行ったもの １９０ 件

重 要 事 実 別 の 主 な 内 訳

・ 業 績 予 想 の 下 方 修 正 ３ ６ 件

・ 新 株 等 の 発 行 ３ ０ 件

・ 業 績 予 想 の 上 方 修 正 ２ １ 件

その他風説の流布等の観点から審査を行ったもの １３ 件

また、監視委員会、財務局長等のそれぞれの審査件数は、以下の

とおりである。

監視委員会 １４４ 件

財務局長等 １２１ 件



２ 審査結果の概要

本公表の対象期間において審査した銘柄について、その審査内容

を概観すれば、以下のとおりである。

株価形成に関しては、株価が急騰するなど不自然な動きをしたも

のを中心に、審査を行った。審査の対象とした株価が急騰した銘柄

の中には、特定委託者グループにより株価が引き上げられたのでは

ないかと疑われる売買が認められた。

内部者取引に関しては、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす

と思われる情報を公開することにより株価が大きく変動したものを

中心に、幅広く審査を行った。審査の対象とした銘柄には、業績予

想の修正や新株発行などを公開したものが多かった。審査の結果、

内部者取引の疑いが認められた者には、発行会社の役職員のほか、

発行会社の取引先及びその役職員も含まれていた。

その他風説の流布等に関しては、各種の情報により株価が大きく

変動したと思われる銘柄の審査の他、他社株券償還特約付社債券

（ＥＢ）や日経平均株価指数連動債（日経平均リンク債）に連動し

た株価の動向に着目した審査を中心に行った。

審査の結果、問題が把握され、更に解明を必要とする事案につい

ては、臨店等による検査を実施するなど、一層の問題の究明に努め

ている。

これらの審査活動を通じて、証券市場に対する日常監視は、不公

正な取引を未然に防止するための直接的又は間接的な抑止力として

も機能していると考えられる。

本公表の対象期間に行った主な審査事案は、以下のとおりである。

株価形成に関して審査を行った事案

① Ａ銘柄の株価が新株発行直前から出来高を伴い急騰したが、



その後特定委託者が新株の売却を行っている事実が判明したた

め、特定委託者が株価を引き上げ、その後株価が一段高となっ

た時点で入手した新株を売り抜いたのではないかとの疑いから

審査を行った。

② Ｂ銘柄の株価が出来高を伴い急騰したが、Ｂ発行会社と関係

する特定委託者による株価の買い上がりや、終値関与により株

価を引き上げ、Ｂ社株価の時価総額の上昇を図ったのではない

かとの疑いから審査を行った。

③ Ｃ銘柄の株式を特定委託者グループが集中して買い付け、反

復継続的な株式の買い上がりにより株価を引き上げ、株価が一

段高となった時点での高値売却を行ったとの疑いから審査を行

った。

④ Ｄ社はＥ株式を公開買付けする旨を公開したが、Ｄ社は公開

買付価格を安く抑えるためＥ株式の株価を低くしたのではない

かとの疑いから審査を行った。

⑤ Ｆ発行会社は低位株であり通常出来高も過少である中、特段

の材料もないにもかかわらず、出来高とともに株価が急騰した

ため、特定委託者による株価の操作の疑いから審査を行った。

内部者取引に関して審査を行った事案

① Ｇ発行会社は会社更生手続開始の申立てを行ったが、その公

表前に、Ｇ発行会社の職員、元職員による売付けがあったこと

から審査を行った。

② Ｈ発行会社は記念増配を行うことを公表したが、その公表前

にＨ発行会社の関係者の買付けがあったことから審査を行った。

③ Ｉ発行会社は株式の分割を行うことを公表したが、その公表

前にＩ発行会社の役員が買付けを行っていたことから審査を行



った。

④ Ｊ発行会社は民事再生手続開始の申立てを行っているが、そ

の公表前に大量に売付けを行っている委託者がいたことから審

査を行った。

⑤ Ｋ発行会社は株式の分割及び配当の変更を公表しているが、

公表前に取引先の役員の買付けがあったことから審査を行った。

風説の流布、その他の観点から審査を行った事案

① Ｌ社について「仕手筋介入」などの怪文書がいくつかの証券

会社に送付され株価が変動していたことから、審査を行った。

② Ｍ社を対象としたＥＢについて、評価日の終値が急落してい

たことから審査を行った。



第７章 監視活動・機能強化への取組み等

第１ 証券会社に係る検査マニュアルの策定

平成12検査事務年度において、監視委員会は、金融庁検査局と共

同で、証券会社等に対する検査を行う際の手引書としての証券会社

に係る検査マニュアル（以下「証券検査マニュアル」という）を策

定した。

具体的には、平成12年８月に監視委員会と当時の金融庁検査部が

協調して「証券検査マニュアルワーキング・グループ」を設置し、

検討を開始した。その後、同ワーキング・グループでとりまとめた

「証券会社に係る検査マニュアル（案）」を公表し、パブリックコ

メントを経て、平成13年６月14日に監視委員会事務局長通達として、

財務局長等へ発出している（附属資料２－２参照）。

証券検査マニュアルを整備・公表することは、監視委員会の検査

機能の一層の向上を図るためのほか、証券会社の自己責任に基づく

経営を促し、もって透明な金融行政の確立に資するものと考えられ

る。

証券検査マニュアルの構成は、初めに基本的考え方として、検査

の目的及び位置付け、検査の基本原則及び証券検査マニュアルの位

置付けを記述しており、その後に、各項目毎のチェックリスト又は

マニュアルにおいて、具体的な項目を記述している。

監視委員会の関連する部分については、基本的に検査官が証券会

社の検査を行う際の参考となるべき事項を記述したものとなってい

る。

なお、本検査マニュアルは、平成13年10月１日以降に着手する検

査から適用することとしている（検査マニュアルは、監視委員会の



ホームページにおいて参照することができる）。

また、証券検査マニュアルの通達の発出と合わせて、検査におけ

る被検査法人から監視委員会事務局長に対する意見申出制度を導入

することとし、平成13年６月14日に監視委員会事務局長通達として

財務局長等へ発出した（附属資料２－２参照）。



第２ 新たな金融商品への対応

１ 概説

近年、マーケットのグローバル化や長引く低金利の状況下で、高

度なデリバティブ技術の応用により組成された新たな金融商品が、

個人投資家を対象に販売されるようになってきている。

これらの金融商品については、個人投資家のニーズの多様化に伴

い、様々な金融商品が提供されるようになってきているが、それぞ

れ固有の投資効果が期待されるとともに特有のリスクをも内包して

いる。

こうした中で、本公表の対象期間において、その代表的な金融商

品となったＥＢ（他社株券償還特約付社債券）や日経平均リンク債

については、監視委員会としても、その勧誘上の問題や対象銘柄の

株価形成上の問題について、外部から様々な情報が寄せられたこと

もあり、こうした証券会社の営業姿勢や株価形成の状況について重

点的な取組みを行い、ＥＢについては販売証券会社から報告を求め

るなど独自の調査を実施したほか、検査においてＥＢの問題に関し

て法令違反行為の問題が認められた証券会社やその外務員について、

行政処分等を求める５件の勧告を行った。

２ ＥＢに対する取組み

監視委員会は、日常的なマーケットの監視活動の中で、ＥＢの対

象銘柄の評価日の株価に株価形成上の問題が認められたことや個人

投資家からＥＢの勧誘時の問題等について多数の情報提供があった

ことなどから、こうした証券会社の株価形成や営業姿勢の問題につ

いて重点的に検査を実施した。



また、平成13年１月25日には、ＥＢを販売している証券会社に対

し、取引審査や検査の有効な資料とするため、ＥＢの販売状況につ

いて調査し、報告を求めている（附属資料２－３の４の 参照）。

これらの検査の結果、平成13年２月16日には、ユービーエス・ウ

ォーバーグ・ジャパン・リミテッド東京支店及びコメルツ・セキュ

リティーズ・ジャパン・カンパニー・リミテッド東京支店のそれぞ

れの外務員について、ＥＢのボーナス・クーポン（追加利息）の支

払額が判定される日において、ＥＢの対象銘柄の株価を下落させる

ために顧客の委託注文を利用して行った「実勢を反映しない作為的

相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引」の法令違反行為

が認められたとして外務員の処分を求める勧告を行った（附属資料

２－３の３参照）。

また、平成13年５月22日には、東京三菱証券について、ＥＢのボ

ーナス・クーポン（追加利息）の支払額が判定される日において、

ＥＢの対象銘柄の株価を下落させるために自己勘定で行った「実勢

を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取

引」の法令違反行為が認められたとして証券会社の行政処分等を求

める勧告を行った（附属資料２－３の３参照）。

さらに、平成13年５月22日に日本グローバル証券、６月29日には

新光証券について、ＥＢの売出し時等の勧誘行為が「有価証券の売

買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表

示をする行為」の法令違反行為に当たるとして証券会社の行政処分

等を求める勧告を行った（附属資料２－３の３参照）。

３ 新たな金融商品に対する取組み

監視委員会は、ＥＢのほか日経平均リンク債やその他の新たな金

融商品などマーケットや投資者の保護に影響を及ぼす可能性が認め



られる金融商品の勧誘行為等について、様々な情報の収集に努める

とともに、検査や取引審査などの日常的な市場監視活動の中で、適

宜、マーケットの関係者からのヒアリングや機動的な検査・調査を

実施するなど、証券取引の公正の確保のため、日頃から厳正な監視

に努めている。

さらに、平成13検査事務年度においても、ＥＢの勧誘に係る営業

姿勢やこれに関連する株価形成上の問題については、検査の重点項

目の一つとして取り組むこととしている（第７章第７参照）。



第３ インターネット取引等への対応

１ 概説

近年の情報通信技術の急速な発達に伴い、その象徴的な存在であ

るインターネットは、わが国においても利用者が急激に拡大してお

り、膨大な数の様々なホームページが開設されるなど、新たな情報

伝達手段として普及してきている。

また、平成11年10月の株式売買委託手数料の完全自由化を一つの

契機として、インターネットを利用した証券取引が増加しているこ

とから、インターネットを利用した不公正取引に対する監視活動の

重要性が高まってきている。

こうした証券取引に係る環境の変化に対して、監視委員会として

は、平成13年度の定員においてインターネット審査官２名の設置が

認められるなど体制の充実に努めるとともに、日常的にインターネ

ット上の各種の掲示板及びホームページ等で発せられる様々な情報

の収集、内容の分析を行い、また、証券会社の検査においてもイン

ターネットを利用した取引の実態を検証することとしている。

２ インターネット取引を扱う証券会社への検査

近年、インターネットを利用した証券取引の利便性などから、顧

客数や取引高も増加しており、マーケットにおけるインターネット

取引の影響度も大きくなってきている。

監視委員会は、インターネット取引を扱う証券会社に対しても検

査を実施しており、その取引の実態や証券会社における取引管理な

ど内部管理上の問題を中心に検査を実施してきたところである。

こうした検査の中で、平成12年10月には、インターネット取引に



係るシステム障害に起因する証券会社の顧客への不十分な対応によ

り、実際に約定が成立した一部の顧客の取引についての「取引報告

書の不交付」の法令違反行為が認められ、また、これらの顧客につ

いてインターネット画面上に約定結果等について誤った表示を行う

など「有価証券の売買その他の取引に関し虚偽の表示をする行為」

の法令違反行為が認められたとして行政処分等を求める勧告を行っ

ている（附属資料２－３の３参照）。

３ インターネット・サーフ・デイ

インターネットは、証券市場に大きな変革をもたらし、投資者に

とっては豊富な情報をより容易に入手できるなどのメリットがある

一方で、市場における不正行為に対しても新たな手段や機会を与え

るものである。また、インターネットは、瞬時に世界のあらゆる所

へ情報が発信されるものであるため、一国だけでは十分な対応が困

難であり、国際的に連携した監視活動が重要である。

このような問題意識の下、監視委員会を含めたＩＯＳＣＯ（証券

監督者国際機構）の「法務執行及び情報交換に関する常設委員会」

は、平成12年に引き続き、平成13年４月23日に「第２回インターネ

ット・サーフ・デイ」を計画・実施し、国際的に連携して一斉にイ

ンターネット上の証券取引に係る不正行為の実態把握を行った。

平成12年の第１回サーフ・デイには21の証券当局が参加したのに

対し、第２回サーフ・デイに際し広く参加を呼びかけ、41の証券当

局が参加した。

この結果、41機関全体では、約27,000サイトについて実態把握を

行い、そのうち約2,400 のサイトについて、今後、各国当局の監視

対象とすることとなった。

監視委員会においては、1,888 サイトについて実態把握を行い、



21サイトを継続監視が必要なサイトとしてＩＯＳＣＯに報告した。

そのうち、無登録証券業など、金融庁の所掌に属するものは金融庁

の関連部局に通知し、さらに、クロスボーダー取引が関連し、外国

証券当局への通知が適当と考えられるサイトについては、それぞれ

の外国当局に情報提供を行った。

４ インターネット巡回監視システム

証券取引に関して、インターネットのホームページ上に相場の変

動を意図した悪質な情報が流される可能性も増大している。

監視委員会においても、これらの膨大な数のホームページを数名

の担当者でチェックするには限界があるため、「インターネット巡

回監視システム」（ＩＰＳ：Internet Patrol System) を開発し、

効率的な監視を行うことに努めている。

このシステムは、あらかじめ選定した特定のホームページを自動

的・定期的に巡回して情報を収集・蓄積し、その中から必要に応じ

て、特定の銘柄等についての検索ができるというものである。これ

により、日々更新され、増大するホームページの情報収集の効率化

を図っている。



第４ 一般からの情報の受付

１ 情報の受付体制

一般から監視委員会に寄せられる電話、来訪、文書（ファクシミリ

を含む）又はインターネット等による情報は、検査、取引審査及び犯

則事件の調査を行う場合の端緒として有用性が高いことから、発足以

来、情報受付体制の整備を図り、積極的にこれらの情報を受け付けて

いる。

２ 情報の受付状況

監視委員会が本公表の対象期間において投資者等から受け付けた情

報は 1,356件で、年間1,000 件を超えたのは発足以来初めてである。

前事務年度と比べても約７割の増加となっている。

内訳としては、インターネット 606件、電話 390件、来訪64件、文

書 205件、金融庁や財務局等から回付を受けたものが91件となってい

る。情報の内容としては、個別銘柄に関するものが 671件、証券会社

の営業姿勢に関するものが 356件、その他意見等が 329件となってい

る。

情報の中で、個別銘柄に関するものでは、相場操縦の疑いが最も多

く、次いで風説の流布の疑い、内部者取引の疑いとなっている。また、

証券会社の営業姿勢に関するものでは、一任勘定取引、無断売買が比

較的多くなっている（別図参照）。

受け付けた情報は、検査、取引審査、犯則事件の調査の各部門又は

財務局長等に回付して、それぞれの業務において活用しており、証券

会社に対する検査における指摘事項の端緒になったものや、取引審査

における重要な情報となったものがある。

なお、寄せられた情報のうち、証券会社と投資者との間のトラブル



に関するもので個別的な紛争解決を求めているものについては、日本

証券業協会において苦情処理体制が敷かれていることから、同協会の

証券苦情相談室を紹介するなどの対応を行っている。
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（別 図）

情 報 の 受 付 状 況

情報の内訳

10/7～11/6 11/7～12/6 12/7～13/6

個別銘柄に関する情報 １４７ ３８５ ６７１

相場操縦の疑い ５１ １６２ ３１７

内部者取引の疑い ３２ ９０ １２２

有価証券報告書等の虚偽記載等 １１ ３９ ８５

損失保証・損失補てんの疑い １０ １５ ８

風説の流布の疑い ２９ ６８ １２４

その他 １４ １１ １５

証券会社の営業姿勢に関する情報 ６６ ２００ ３５６

無断売買 １５ １６ ３５

断定的判断を提供した勧誘 ５ ７ ３５

顧客の知識に照らして不当な勧誘 ３ ２１ １７

取引一任勘定取引契約の締結 ７ ６ ４９

大量推奨販売 ２ ３ ５

その他 ３４ １４７ ２１５

その他意見等 ２８ ２０４ ３２９

合 計 ２４１ ７８９ １３５６

財務局回付

来訪

文書

電話

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

１０／７～１１／６ １１／７～１２／６ １２／７～１３／６

インターネット ４９ ３５９ ６０６

電 話 ７７ １９８ ３９０

文 書 ５５ １５６ ２０５

来 訪 ２１ １９ ６４

財務局等から回付 ３９ ５７ ９１

（注）インターネットによる情報の受付は、平成11年４月から開始した。



第５ 海外の証券規制当局との連携

証券取引の国際化の進展に伴い、国境を越えたレベルで、各国市場

の公正を害する行為が発生することも多い。このため、国内市場の公

正性確保の上でも、法務執行(enforcement) 分野における国際的な協

力と連携の強化がますます重要な課題となっている。

このような状況を踏まえ、監視委員会は、以下のように国際会議を

はじめ様々な機会をとらえて各国証券規制当局との間で法務執行に関

する意見交換を積極的に行ってきており、今後とも国際間の相互協力

促進に向けた活動を強化していく予定である。

１ ＩＯＳＣＯ（証券監督者国際機構）

ＩＯＳＣＯ（International Organization of Securities

Commissions ・証券監督者国際機構) は、証券規制の国際的な調和

や規制当局間の相互協力を目指して活動している国際的組織であり、

世界の96の国・州・地域から 162機関が加盟している（平成12年12

月現在）。監視委員会は平成５年10月にＩＯＳＣＯに加盟しており、

様々なレベルの会議に積極的に貢献している。

(1) 年次総会

各国当局の委員長レベルの会合であり、平成13年６月にスウェ

ーデン・ストックホルムで開催された第26回総会に佐藤前委員長

らが参加した。

(2) 法務執行及び情報交換に関する常設委員会

ＩＯＳＣＯには、国際市場が直面する主要な規制上の問題を検

討し実務的な解決を提案することを目的として、専門委員会と、

その下に５つの常設委員会(Standing Committees) が設置されて



おり、監視委員会は、そのうち法務執行及び情報交換に関する常

設委員会（ＳＣ４）に属している。

本年度は、ＳＣ４において証券当局間の協力による国際的な合

同調査の在り方が議論され、また、インターネット上の不正行為

の実態把握を国際的に連携して一斉に行う「インターネット・サ

ーフ・デイ（第２回）」が企画された。

(3) インターネット・タスクフォース

５つの常設委員会の領域をまたぐテーマであるインターネット

上の証券活動につき、臨時的な作業部会であるインターネット・

タスクフォースが設置され、監視委員会は金融庁と共に議論に参

加した。

(4) アジア太平洋地域委員会

ＩＯＳＣＯ内の地域ごとの枠組みであるアジア太平洋地域委員

会において、監視委員会の組織・活動に関するプレゼンテーショ

ンを行うなどし、経済的にもつながりの深いアジア地域の当局と

の連携を強化した。

２ その他の国際会議・研修

証券当局執行担当者ウィルトンパーク会合( 平成13年５月・英

国) 及び先物規制当局者ボカラトン会合( 平成13年３月・米国)

などの各種国際会議に参加した。

また、平成13年 4月に東京で開催された、アジア開発銀行及び

ＯＥＣＤ主催の「資本市場に関するラウンドテーブル」において、

インターネットを題材としたプレゼンテーションを行った。

３ 海外証券当局との情報交換協定の締結

証券取引の国際化が進展するに従い、国境を越えて各国市場の公



正を害する行為が発生することが予想されるため、海外当局間の情

報交換は必要不可欠である。海外当局と非公開情報の交換を行うた

めには、金融庁が情報交換の主体となった情報交換協定を外務省な

どと協議しつつ締結することが必要となる。

監視委員会は、米国・シンガポール・香港を始めとする海外証券

当局との情報交換協定の締結交渉に参加し、早期締結に向けて努力

している（なお、海外証券当局との情報交換に関する証取法第 189

条参照）。

４ 海外証券当局との二国間交流・協力

国際会議などの場以外でも、海外当局との連携関係構築の見地か

ら、二国間ベースにおいても、公式・非公式を問わず、積極的な意

見交換・交流が行われている。

例えば、平成12年10月に、英国金融サービス機構（ＦＳＡ）のデ

イビス理事長が佐藤前委員長を表敬訪問し、同年11月には、フラン

ス証券取引委員会（ＣＯＢ）のプラダ委員長が都内にて佐藤前委員

長と会談した。

監視委員会はまた、個別証券業者の日本国内における登録の有無

などの情報につき、海外証券当局から問い合わせを受けることも多

く、金融庁と協力しつつ適宜対応している。



第６ 監視体制の充実

１ 組織の充実

組織面については、より深度ある検査・調査等を実施するため、

監視委員会は、発足以来、体制の充実・強化に努めている。

政府として厳しい定員削減に取り組んでいるところであるが、平

成13年度においては、急激に変化する証券市場に対応するため検査

周期の短縮を図るなど検査機能を充実し、より深度ある検査を実施

するため、証券取引検査官13人、インターネットの急速な普及に対

応した監視体制を整備するため、インターネット審査官２人及び証

券取引審査官１人、情報公開法の施行に伴う事務に対応するため情

報公開を担当する課長補佐１人、計17人の増員が認められ（注）、

監視体制の充実・強化が図られた。部局別では、監視委員会事務局

に10人、財務局等に５人の増員となっている。

（ 注 ） こ の ほ か 、 定 員 削 減 １ 、 金 融 研 究 研 修 セ ン タ ー の 設 立 に 伴 う 局

間 定 員 振 替 減 １ が あ る 。

２ 研修

監視委員会は、平成４年７月に発足した機関であり、これまで検

査やオン・ザ・ジョブ・トレーニングを通じて職員の資質の向上に

努めるとともに、監視手法に係るノウハウの蓄積等を図ってきてい

る。

また、近年、金融システム改革の進展やクロスボーダー取引の拡

大及び情報通信技術の急速な発展を背景にマーケットを取り巻く環

境が著しく変化してきている。こうした変化に適切に対応するため、

職員がより高度な専門知識や技術を習得できるよう、デリバティブ

研修や証券取引の電子化に対応するための研修を実施している。



さらに、アメリカの証券取引委員会（ＳＥＣ）や商品先物取引委

員会（ＣＦＴＣ）が主催する外国当局向けのトレーニングプログラ

ムに職員を派遣している。

３ 証券総合システム（ＳＣＡＮ－Ｓystem)

証券総合システムは、平成５年以降、証券会社検査、市場監視、

犯則事件の調査等に幅広く利用できる総合的なシステムとして開発

を行っているものである。

その主な機能としては、「証券会社検査系システム」と「取引審

査系システム」に大別される。

証券会社検査系システム

証券会社の各種財務データ、検査結果概要データ等を取りまと

め、証券会社検査に対する分析を行う機能であり、平成７年度か

ら稼働している。

取引審査系システム

内部者取引、株価操縦等の審査の基礎資料作成の過程において、

上場銘柄・店頭銘柄で株価が不自然な動きをした銘柄の網羅的な

検索、重要事実に関する公表内容や取引内容の検索を可能として

いる。また、個別銘柄に係る内部者取引審査のための分析機能が

あり、平成９年から稼働している。

その後も、より機能を充実したものにするため、引き続き開発を

進めているが、本公表の対象期間においては、有価証券報告書等の

財務内容に関する不正行為（虚偽記載等）の分析作業を効率化及び

充実するため、財務内容分析システム（ＳＣＡＮ－ＳＴＡＦ）の開

発を行った。

また、証券総合システムの支援システムとして平成12年５月に稼



動したインターネット巡回監視システム（ＳＣＡＮ－ＩＰＳ）の機

能を拡張し、インターネット上の証券に係る情報の監視を充実させ

ている。

証券総合システムは、平成10年10月に、関東、近畿、東海の各財

務局に、平成12年10月には、東北、北陸、中国、福岡、沖縄の各財

務局等に導入した。平成13年中には残る北海道、四国、九州の各財

務局にも順次導入を図る予定である。



第７ 平成13検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画

監視委員会は、検査事務年度ごとに、自らが行う検査及び財務局

長等が行う検査を計画的に管理・実施するため、検査基本方針及び

検査基本計画を策定している。

検査基本方針においては、その検査事務年度の検査の重点事項、

その他検査の基本となる事項を定め、検査基本計画においては、国

内証券会社、外国証券会社、登録金融機関等のうちその検査事務年

度の検査の対象とするものの種類、数等を定めている。

平成13検査事務年度（平成13年７月１日から平成14年６月30日ま

で）については、平成13年６月19日、検査基本方針及び検査基本計

画を以下のとおり定めた。

平成13検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画

１ 検査基本方針

基本的考え方

我が国の証券市場は、金融システム改革の諸施策の実施、情

報通信技術の進展などにより大きな変革の渦中にある。市場の

自由化、国際化が進展し、投資者及び資金調達者の多様なニー

ズに応えていくことが求められている。この証券市場を健全に

発展させていくためには、公正でかつ投資者から信頼される市

場を確立することが不可欠であり、適切な市場ルール等の整備

とその実効性を担保するための監視体制の充実及び市場ルール

等の違反に対する厳正な対応が要請されている。

また、他社株券償還特約付社債券（以下「ＥＢ」という。）



などの新たな金融商品の登場、インターネットを利用した証券

取引を専門とする証券会社の参入、私設取引システム（以下

「ＰＴＳ」という。）運営業務などの新たな証券業務の登場

等、個人投資家の保護の観点から重大な関心を持つべき分野が

拡大している。このため、市場仲介者としての証券会社等にお

いては、市場ルール等に則った適正な業務の確保及び内部管理

体制の充実・強化が従来にも増して必要となっている。

以上を踏まえ、平成13検査事務年度（平成13年７月～平成14

年６月）の検査においても、監視委員会の使命に則り証券市場

等における取引の公正の確保を図り、市場に対する投資者の信

頼を保持することを目指すこととし、特に個人投資家の保護に

全力を尽くすことを最大の目標とする。

平成12検査事務年度検査結果

平成12検査事務年度（平成12年７月～平成13年６月）の検査

結果をみると、新たな金融商品であるＥＢに関連して、実勢を

反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買

取引をする行為、ＥＢの勧誘に際して、重要な事項につき誤解

を生ぜしめるべき表示をする行為等、依然として一部の証券会

社等において重大な法令違反行為が認められている。なお、イ

ンターネット取引に関連した法令違反行為が初めて認められて

いる。

また、個人投資家の利益を軽視した外貨建商品の乗換え勧誘

などの営業姿勢上の問題点や、社内管理システムの不備及び不

十分な活用、役職員の法令遵守意識の欠如及びこれに起因する

法令の理解不足などの内部管理体制上の問題点が認められてい

る。



検査運営においては、被検査法人の負担軽減及び効果的な検

査に資するための同時検査の実施等による金融庁検査局との連

携強化に努めている。また、各種情報の活用等による機動的な

検査を実施しており、その結果において問題点を指摘している

事例がある。

平成12検査事務年度においては、金融庁検査局と共同で証券

会社に係る検査マニュアル（以下「証券検査マニュアル」とい

う。）を策定・公表している。証券検査マニュアルは、検査機

能の一層の向上を図るとともに、証券会社等の自己責任に基づ

く経営を促し、もって透明な金融行政の確立に資することを目

的としている。

平成13検査事務年度の検査実施方針

以上の基本的考え方及び最近の証券市場をめぐる状況を踏ま

え、平成13検査事務年度における証券会社等検査は、下記によ

り実施することとする。

① 運営要領

金融庁検査局や自主規制機関等と連携し、証券検査マニュ

アルを有効に活用しつつ、厳正かつ的確な検査を実施するこ

ととする。

また、深度ある検査の実施に向けて、検査体制の拡充・強

化に努めるとともに新たな業務内容にも対応した検査手法の

向上・開発等を図ることとする。

検査対象会社については、個人投資家等の関心や市場の動

きに的確に対応するため弾力的に選定することとし、その

際、情報収集体制の拡充による各種情報の活用に加え、証券

市場を取り巻く情勢、前回検査の結果等を総合的に勘案す



る。その上で、個別会社の状況に応じた的確かつ効率的な検査

の実施に努めるとともに、適宜、機動的な検査を実施するな

ど、より実効性のある検査運営に努める。

② 検査重点事項

証券会社等検査では、投資者の保護に資するため、次の諸点

を重点事項とする。

営業姿勢面では、過去に指摘されている事項が依然として

改善されていないことに鑑み、証券会社等の誠実かつ公正な

営業姿勢の確保及び個人投資家の保護の観点から、投資勧誘

の実情等を的確に点検する。

証券取引の公正確保の観点から、法令を中心とした市場ル

ール等の遵守状況を最重点事項として多角的に点検する。

法令違反行為等の未然防止等の観点から、各証券会社等に

おける内部管理体制の整備・運用状況及びその実効性につい

て点検する。

金融先物取引業者等検査では、先物取引の公正確保の観点か

ら、市場ルール等の遵守状況を重点的に点検する。

③ 平成13検査事務年度に取り組むべき課題

イ 厳正かつ的確な検査の実施

機動的検査の一層の推進

各種情報を有効に活用し、弾力的に検査計画の見直しを

行い当初計画にとらわれない機動的な検査の実施に努め

る。

金融庁検査局等との連携強化による効果的な検査の実施



金融庁検査局との同時検査の拡充など他機関との連携の

強化に努め、相互の機能の有効活用により効果的な検査を

実施する。

証券検査マニュアルの活用等による効率的な検査の実施

証券検査マニュアルの活用、的確な業務量の投入及び証

券総合システムの活用等により効率的な検査の実施に努め

る。

ただし、証券検査マニュアルはあくまで検査官の手引書

と位置付けられるものであり、証券会社等の規模、業務範

囲や特性等を十分に踏まえ、機械的、画一的な検査に陥ら

ないように留意する。

登録金融機関に対する検査への業務量の投入

登録金融機関における証券投資信託の取扱量が増大して

いるなど証券業務の比重が増していることから、登録金融

機関に対する検査について相応の人員・期間を充当する。

意見申出制度の導入

検査における被検査法人からの意見申出制度の導入によ

り、検査の質的水準の向上及び手続きの透明性の確保に努

める。

ロ 深度ある検査の実施

ＥＢ等の新たな金融商品に関する証券会社等の法令遵守

状況、営業姿勢についての重点的な点検

ＥＢ等の新たな金融商品について、組成、引受、個人投

資家等への勧誘、販売、償還等に関して不適正な行為が行

われていないか、また、個人投資家等の利益を軽視した投

資勧誘など営業姿勢上の問題点がないか等について重点的

に点検する。



インターネット等の高度情報通信技術を利用した取引に

係る取引実態の精査

インターネット証券取引、ＰＴＳ運営業務による取引等

において、不適正な行為が行われていないか等について、

取引実態を精査する。

法令違反行為等の未然防止等の観点からの内部管理体制

の点検

法令違反行為等の再発防止・未然防止等の観点から、証

券会社等の適切な社内管理システムの整備及びその実効性

ある活用の確保のため、法令違反行為等が生じた原因・背

景について内部管理体制の踏み込んだ点検、検討を行う。

検査の専門性の向上

新たな金融商品・証券業務等に関して的確な検査を実施

するため、民間の専門家の職員への登用や、専門的な研修

の充実等により、検査の専門性の向上に努める。

２ 検査基本計画

証券会社等検査

・国内証券会社 ８１社（うち財務局長等が行う

もの７３社）

・外国証券会社 １１社

・登録金融機関 ９社（うち財務局長等が行う

もの７社）

（注１） 上記検査以外に、別途、機動的な検査等を実施する。

（注２） 国内証券会社については、上記のほかに、財務局長等が

行う支店のみを対象とした検査を２６支店実施することと

する。



金融先物取引業者等検査

・金融先物取引業者等 原則として、証券会社等検査の

際併せて実施する。

（ 注 ） 上 記 検 査 実 施 予 定 数 は 、 当 初 計 画 と し て 設 定 し て い る も の で あ り 、

証 券 会 社 等 被 検 査 法 人 を 取 り 巻 く 現 下 の 厳 し い 経 営 環 境 下 に お い て

適 時 の 実 態 把 握 に 的 確 に 対 応 す る た め 、 弾 力 的 な 運 用 を 行 う こ と と

し て い る こ と か ら 、 検 査 の 実 施 数 は 変 動 す る こ と が あ り 得 る 。



Ⅱ 関係機関の活動状況



第８章 金融庁長官の行う金融機関等の検査

第１ 概 説

金融庁長官は、その行う金融機関等の検査に関し、毎年、検査の実

施方針その他の基本的事項について監視委員会に諮り、その意見を聴

かなければならない（旧金融再生委員会設置法第33条第１項）。

この規定は、金融庁長官が行う検査が適切に実施されるよう、検査

の際の視点などについて、行政部内だけでなく、中立的な立場にある

者の意見を徴することが有益であるとの観点から、金融機関等検査、

証券会社等検査（財務の健全性を中心とする検査）及び保険会社等検

査に関し、検査の基本方針や検査の基本計画について、監視委員会か

ら意見を聴くことを金融庁長官に義務付け、監視委員会が必要な提言

を行い得ることとしたものである。

また、金融庁長官は、四半期ごとに、金融機関等の検査の実施状況

を監視委員会に報告しなければならず、監視委員会は、必要があると

認めるときは、金融機関等の検査に係る事務の運営その他の施策につ

いて金融庁長官に建議することができる（同条第２項、第３項）。

平成12検査事務年度においては、検査に係る事務の運営等に関し、

建議を必要とする問題点は認められなかった。

なお、旧金融再生委員会設置法第33条の規定は、平成13年１月の中

央省庁改革に伴う金融再生委員会の廃止により、金融庁設置法から削

除されたため、本公表の対象期間における諮問等が最後のものとなる。



第２ 検査基本方針及び基本計画に関する提言

監視委員会は、金融庁長官から、金融機関等の検査に係る「平成12

検査事務年度検査基本方針及び基本計画」について意見を求められた

のを受け、監視委員会としての意見を述べた。

１ 「平成12検査事務年度検査基本方針及び基本計画」の内容

平成12年７月25日付で、金融庁長官から示された「平成12検査事

務年度検査基本方針及び基本計画」は、以下のとおりである。

平成12検査事務年度検査基本方針及び基本計画

Ⅰ．検査基本方針

金融庁は、安定的で活力ある金融システムの構築と、金融市

場の効率性・公正性の確保をその業務の主要課題と位置付け、

もって国民の利益の向上や国民経済の発展に資することを目的

として、去る７月１日に発足した。

金融庁においても、引き続き、市場規律と自己責任原則を基

軸とした、明確なルールに基づく公正かつ透明な金融行政を推

し進めることにより、預金者等の利便性の向上や保護、信用秩

序の維持等を図っていく必要がある。特に、金融検査に対して

は、早期是正措置や金融検査マニュアルの導入などを背景に、

これまで以上にその質的水準の向上や手続きの透明性が求めら

れており、公正で透明性の高い検査を実施する必要がある。

また、平成14年４月に予定されている、いわゆるペイオフの

解禁を控え、より安定的な金融システムを構築するため、効率

的な検査を実施する必要がある。同時に、金融技術や情報通信



技術の発達、金融商品における時価評価の導入など、金融環境

の急速な変化に的確に対応した実効性の高い検査を実施する必

要がある。

こうした課題を踏まえ、平成12検査事務年度（平成12年７月

～平成13年６月）においては、以下の点に重点を置きつつ、検

査の的確な実施に努めるものとする。

１．公正で透明性の高い検査の実施

検査マニュアルの整備・充実

金融検査マニュアル及び保険検査マニュアルの整備に続

き、証券検査マニュアルの策定を含め、金融機関等を巡る環

境変化に対応したマニュアルの整備・充実を図り、検査の透

明性の向上に努める。

意見申出制度の本格的実施

立入検査において、検査官と金融機関等との間で十分に議

論を尽くすとともに、これを促すため、検査官と金融機関等

との間に意見相違が生じた場合に、金融機関等から意見の申

し出ができる制度を本格的に実施し、検査の公正性の向上に

努める。

検査指導官の活用

検査官の指導訓練及び検査実施状況の把握等を専門に行う

検査指導官を配置し、指導の強化を図ることにより、検査マ

ニュアルの的確な適用を含め、検査の質的向上に努める。

人材育成の充実・強化

検査経験の少ない検査官に対して実地研修を実施するな

ど、研修の充実・強化を図るほか、金融技術や情報通信技術

の発達、金融のグローバル化等に迅速かつ的確に対応するた



め、民間の専門家の登用や海外当局との人材交流等に努め

る。

２．効率的で実効性の高い検査の実施

濃淡ある検査の実施

オフサイト・モニタリングを通じて得られた情報や検査結

果等を踏まえ、検査頻度や検査内容について濃淡をつけた効

率的・機動的な検査の実施に努める。

金融グループ・コングロマリットの一体的な実態把握

連結ベースでの資産内容やグループ内の取引関係等を的確

に把握するため、各業態を横断的に所管している当庁の特色

を生かし、親金融機関等と金融機関等子会社、海外拠点の一

体的な実態把握に努める。

部門制の充実・強化

検査官の増員、部門の増設による検査体制の拡充に加え、

部門毎の業務の継続性を高めることにより、各業態の特色に

対応したより専門性の高い検査を実施する。

また、市場関連リスク、システムリスクといった、専門性

の高い分野に係るリスク管理態勢の確認にあたっては、必要

に応じて専門班を編成し、深度ある検査の実施に努める。

内部監査・外部監査の活用

金融機関等の内部監査の有効性を的確に評価し、実効性あ

る内部監査の実施を促すとともに、内部監査・外部監査を活

用した効率的な実態把握に努める。

実効性の高い検査の実施

制度の企画立案から検査・監督・監視までを一貫して担当

することとなる金融庁の特色を踏まえ、検査において、経営

の問題点を金融機関等に対して的確に指摘するとともに、そ



れが適時適切な問題点の是正につながるよう、監督上の措置

をとる監督部局や、証券取引等監視委員会等と緊密な連携を

維持する。

３．業態別の検査重点事項

信用組合集中検査

本年４月に都道府県から検査監督事務の移管を受けた信用

組合については、資産内容等の実態把握を速やかに行うた

め、平成13年３月末までに立入検査を一巡することを目途と

して、財務局において集中検査を実施する。

また、財務局の検査の進捗状況等に応じて、本庁検査部に

新設された検査応援部門を活用するなど、円滑な検査の実施

に努める。

金融機関検査

金融機関検査については、金融検査マニュアルに基づき、

法令等遵守態勢、リスク管理態勢について、的確な実態把握

に努める。

特に、主要行、地方銀行、第二地方銀行については、金融

監督庁発足後、二巡目の検査になることを踏まえ、前回検査

における指摘事項の改善状況について、重点的に確認する。

また、信用金庫については、資産内容等の実態把握のため

の検査を概ね一巡しているが、残りの信用金庫についても、

平成13年３月末を目途として立入検査を一巡する。

さらに、外国金融機関については、担当検査部門の充実を

踏まえ、検査頻度や深度の向上に努める。

保険会社検査

保険会社については、平成11年４月から早期是正措置制度

が導入されたことを踏まえ、前事務年度において、生命保険



会社を中心に資産内容等の実態把握のための検査を集中的に

実施したところである。

本事務年度においては、新たに整備された保険検査マニュ

アルに基づき、保険募集管理などの法令等遵守態勢、リスク

管理態勢について、的確な実態把握に努める。

証券会社等検査

証券会社については、前事務年度に引き続き、資産内容の

健全性、早期是正措置制度の基盤となる自己資本規制比率の

正確性、顧客資産の分別管理の適切性について、重点的に確

認する。その際、必要に応じ、証券取引の公正の確保に関し

て検査を実施している証券取引等監視委員会と連携を図り、

同時検査を行うなど、効率的で実効性の高い検査の実施に努

める。

Ⅱ．検査基本計画

１．金融機関検査の実施予定数（参考：前検査事務年度実績）

銀 行 50行 59

信 用 金 庫 75金庫 244

信 用 組 合 255組合 7

計 380行（金庫・組合） 310

２．保険会社検査の実施予定数

保 険 会 社 10社 23

３．証券会社等検査の実施予定数

証 券 会 社 45社 84

証 券 投 資 信 託 5社 4

委託会社

投 資 顧 問 業 者 20社 32



計 70社 120

（注）上記検査実施予定数は、当初計画として設定しているも

のであり、金融機関等を取り巻く現下の厳しい経営環境下

において適時の実態把握に的確に対応するため、弾力的な

運用を行うこととしていることから、実施予定数は変動す

ることがあり得る。

２ 監視委員会が述べた意見の内容

上記の検査基本方針及び基本計画に関し、監視委員会が平成12年

７月28日付で述べた意見は、以下のとおりである。

平成12検査事務年度検査基本方針及び基本計画について

１．基本認識

平成10年６月の発足以来、金融監督庁は、市場規律と自己責任

原則を基軸とした、明確なルールに基づく透明かつ公正な金融行

政の実現を目指し、信用秩序の維持等を図ってきたところである

が、今後のいわゆるペイオフの解禁等を控え、一層の金融システ

ムの安定性の確立が必要である。

こうした中、本年７月１日に金融庁が発足し、制度の企画立案

から検査・監督・監視までを一貫して担当することとなったこと

を踏まえ、貴職の検査が、当委員会及び監督部局等とのより一層

の緊密な連携を図り、金融技術や情報通信技術の発達、金融・経

済のグローバル化の進展等、金融を取り巻く環境の変化に的確に

対応して、機動的かつ総合的な政策の遂行につながるよう期待す

る。



今般、貴職の示された平成12検査事務年度検査基本方針及び基

本計画は、現下の我が国金融システムを取り巻く状況を踏まえた

適切なものと考えるが、特に以下の諸点に配意してその実施に当

たられたい。

２．特に配意することが望ましい事項

公正で透明性の高い検査の実施

証券検査マニュアル等の策定を含め、金融機関等を巡る環

境変化に対応した検査マニュアルの整備・充実を図り、検査

の透明性の向上を図るとともに、立入検査において、検査官

と金融機関等との間で十分議論を尽くすことや、意見申出制

度を本格的に実施することは国民に対するアカウンタビリテ

ィを高める観点から重要であると考える。なお、証券検査マ

ニュアルについては、当委員会としても、証券取引の公正の

確保の観点からのマニュアルも併せて必要であると考えてお

り、貴職と当委員会が協調して策定することが肝要である。

また、検査官の指導訓練及び検査実施状況の把握等を専門

に行う検査指導官を配置し、検査の質的向上を図ることや、

研修の充実や民間の専門家の登用、海外当局との人材交流に

努めることを重要事項とされていることは適切であり、引き

続き公正で透明性の高い検査の実施に万全を期されたい。

効率的で実効性の高い検査の実施

貴職がオフサイト・モニタリングを通じて得られた情報や

検査結果等を踏まえ、効率的・機動的な検査を実施するこ

と、及びグループ内の取引関係等を的確に把握するため、金

融グループ・コングロマリットの一体的な実態把握に努める

ことを重点事項とされていることは適切である。



また、部門ごとの業務の継続性を高めることや必要に応じ

て専門班を編成することにより、専門性の高い深度ある検査

が実施されることを期待する。

さらに、貴職と当委員会及び監督部局等とが緊密な連携を

維持することについては、実効性の高い検査を確保する観点

から、当委員会としてもその必要性が高いと認識している。

業態別の検査重点事項

本年４月に都道府県から検査監督事務の移管を受けた信用

組合については、資産内容等の実態把握のため、速やかに検

査を行うことが必要であり、移管後の監督に遺漏なきよう十

分な実態把握を期待する。

また、証券会社については、貴職の証券会社の資産内容の

健全性、自己資本規制比率の正確性、顧客資産の分別管理の

適切性についての点検は、的確な資産内容の把握に努めつ

つ、財務の内容が法令の要請を満たしているかという客観的

な観点から行われることが重要と考える。なお、証券会社等

の検査に当たっては、受検者の負担軽減及び検査効率の向上

の観点から、同時検査の拡充など貴職と当委員会との連携を

心掛けることが肝要である。

検査体制の整備

当委員会は、明確なルールに基づく透明かつ公正な金融行

政の推進のため、検査・監督に携わる要員の充実等検査体制

の整備が重要な課題であると認識しているところであるが、

貴職におかれても、引き続き体制の整備に努力されたい。



第９章 自主規制機関の行う公正確保業務

第１ 監視委員会と自主規制機関との関係

自主規制機関（日本証券業協会、証券取引所、金融先物取引業協会、

東京金融先物取引所）は、市場の公正性・透明性を確保するため、自

主規制ルールを制定するとともに、それぞれの機関に所属する会員等

が法令や自主規制ルールに基づいて適正な業務を行っているかどうか

の監査を行うことになっており、監視委員会と自主規制機関とは、市

場の監視について、いわば「車の両輪」としての役割を担っている

（附属資料１－６参照）。

一方、監視委員会は、自主規制機関の監査の業務が適切に執行され

ているかどうか、あるいは、自主規制機関が法令・自主規制ルール等

に違反した会員等の処分を厳正に行っているかどうかについて、検査

する立場にもある。自主規制機関は、仲介者等を会員としつつ、適切

な行為規範を確立し、会員にその遵守を求めること等を通じて、市場

と仲介者に対する利用者の信頼を高める立場にある。そうした努力が、

長期的には仲介者自身の利益を増進することになるものであり、今後、

金融システム改革が進展する中で、法律に裏付けられた自主規制機関

がその役割を適切に発揮していくことがますます重要となってきてお

り、その活動の一層の充実が期待されている。

監視委員会としては、このような関係にある自主規制機関と常に緊

密な連絡・連携を図っており、各自主規制機関の監査等に係る活動状

況についてのヒアリングを行っている。各自主規制機関の平成12年４

月から平成13年３月（以下「平成12年度」という）における活動状況

は、それぞれ以下のとおりである。



第２ 日本証券業協会の活動状況

日本証券業協会の平成12年度における活動状況は、以下のとおりで

ある。

１ 会員に対する監査の実施状況

主な監査項目

会員（注１）に対する監査は、①会員の公正な取引の確保の観

点から法令・諸規則の遵守状況について一層的確な点検を行うこ

と、②会員の顧客資産に係る分別保管の実施状況について点検を

行うこと、③会員の投資勧誘の適正化を一層推進する観点から、

リテール営業のいわゆる「適合性の原則」（注２）の遵守状況に

ついて点検を行うこと、④会員の顧客管理体制の充実・強化を一

層推進する観点から、内部管理体制の整備・強化の状況について

点検を行うこと、⑤外務員登録の対象となる外務員の範囲が拡大

されたことに伴い、会員の外務員登録の状況について点検を行う

ことを重点事項としている。

（ 注 １ ） 協 会 員 は 、 権 利 義 務 の 違 い に よ り 次 の ２ 種 類 に 区 分 さ

れ る 。

① 会 員 証 券 会 社 及 び 外 国 証 券 会 社

② 特 別 会 員 登 録 金 融 機 関

（ 注 ２ ） 「 適 合 性 の 原 則 」 と は 、 証 券 会 社 の 投 資 勧 誘 は 、 投 資

者 の 投 資 判 断 に 対 し て 大 き な 影 響 を 与 え る こ と か ら 、 投

資 者 の 実 情 に 適 合 し た も の で な け れ ば な ら な い と い う 考

え 方 で あ り 、 証 券 会 社 は 、 顧 客 の 投 資 目 的 や 財 産 状 況 等

に つ い て 、 積 極 的 に 相 当 の 調 査 を し な け れ ば な ら な い

（ 証 取 法 第 4 3 条 参 照 ） 。



監査の実施状況

平成12年度は90社（国内証券会社70社、外国証券会社20社）の

監査を実施している。

なお、監査の実施状況については、附属資料３－２の１の を

参照。

監査結果の概要

平成12年度における監査の結果をみると、①法令関係（主とし

て法令で定められている事項に関連する協会規則等を含む）に関

して、未登録者の外務行為、顧客分別金の信託不足、事故確認等

一定の手続を経ないことなどにより生じた損失補てん、空売りの

明示義務違反・価格規制違反等が多数把握されているほか、②協

会規則関係（主として協会規則等で定められているもの）に関し

て、社内規則の未制定、顧客との金銭・有価証券の貸借、仮名取

引の受託等といった規則違反が認められた。

これら法令・規則違反のうち、特に改善を図る必要があると認

められた会員54社（平成11年度38社）については、改善状況報告

書の提出を求め、必要な改善指導を行っている。

２ 特別会員に対する監査の実施状況

監査の重点事項

特別会員に対する監査は、①特別会員の登録等証券業務におけ

る公正な取引を確保する観点から、法令・諸規則の遵守状況につ

いて点検を行うこと、②特別会員の投資勧誘の適正化を推進する

観点から、リテール営業における「適合性の原則」の遵守状況に

ついて点検を行うこと、③特別会員の顧客管理体制の充実・強化

を推進する観点から、内部管理体制の整備状況について点検を行

うことを監査の重点事項としている。



監査の実施状況

特別会員に対する監査は、主に日本証券業協会から業務委託を

受けた全国銀行協会などの特別会員の組織する団体（６団体）が、

日本証券業協会から監査員に任命された職員をもって実施してお

り、平成12年度は71機関（銀行49、信用金庫10、保険会社11、短

資会社１）の監査を実施している。

なお、監査の実施状況については、附属資料３－２の１の を

参照。

監査結果の概要

監査の結果、未登録者の外務行為、照合通知書の交付方法の不

備等が認められた。

３ 売買審査の実施状況

店頭売買有価証券の売買管理

売買審査の業務を行う店頭市場部は、店頭登録株式について、

市場情報を自ら収集し、株価・出来高や協会員（会員、特別会

員）の売買取引に係る関与状況の把握を行って、その内容に異常

性を認めた銘柄のほか、法令違反の事実や、店頭登録会社等の運

営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断

に著しい影響を及ぼす事実が発生した銘柄の売買内容を調査し、

必要がある場合には、さらに詳細な審査を行っている。

売買審査の結果、必要があれば監査部による監査を要請するな

ど、関係各部門が相互に緊密な連携を図りつつ市場監視を行って

いる。

また、不適正な売買取引が認められた場合には、その売買取引

に関与した協会員に対して、再発防止の観点から定款に基づく措

置を講じており、不適正な売買取引とは認められないものの、そ



の疑いが持たれる売買取引が認められた場合には、不公正取引の

未然防止の観点から、協会員に対し注意を行っている。

なお、審査の実施状況については、附属資料３－２の２を参照。

取引所有価証券市場外における上場有価証券の売買管理

上場有価証券の取引所有価証券市場外売買に関し、売買価格の

適合状況等についての適切な管理を行っている。

４ 協会員に対する処分等の概要

日本証券業協会は、協会員が法令又は協会の規則等に違反したと

き、取引の信義則に反する行為をしたときなど定款第25条に定める

事項に該当すると認めるときは、その協会員に弁明の機会を与えた

上、理事会の決議により、譴責、１億円以下の過怠金の賦課（平成

10年２月から、重大な法令違反等の場合は上限５億円）、６か月以

内の会員権の停止・制限又は除名の処分を行うことができる。

平成12年度に行った定款第25条に基づく処分は、過怠金の賦課が

17件・総額１億3700万円となっている。

第３ 証券取引所の活動状況

証券取引所の平成12年度における活動状況は、以下のとおりであ

る。

１ 会員及び特別参加者に対する検査の実施状況

主な検査項目

会員及び特別参加者（注）に対する検査（東京証券取引所にお

いては考査。以下同じ）は、法令及び証券取引所の定める自主規

制ルールの遵守状況等を検査項目として実施している。東京証券

取引所においては、①主に会員等の受託から決済に係る業務に関



する法令及び東証規則等の遵守状況について、より効率的で深み

のある調査を実施し、違反行為に対しては厳格な措置を講ずるこ

と、②投資者が会員の財務の健全性を見る上での基本的指標であ

り、ディスクローズもされている自己資本規制比率についての検

証を考査の対象項目とすること、③ルール違反の発生原因及び社

内管理体制上の問題点等を的確に把握し、改善を求めるなど社内

管理について適切な指導を行うこと、④効率的な考査を行うべく、

他の自主規制機関との調整を図ることを基本姿勢としている。

（ 注 ） 「 特 別 参 加 者 」 と は 、 会 員 以 外 の 者 で 証 券 取 引 所 に 上 場 さ

れ て い る 証 券 先 物 取 引 等 に 直 接 参 加 す る 資 格 を 有 す る 者 を い

う 。

検査の実施状況

平成12年度は、東京証券取引所においては45社（国内証券会社

35社、外国証券会社10社）について、また、大阪証券取引所にお

いては15社（国内証券会社）について検査を実施している。

検査結果の概要

東京証券取引所及び大阪証券取引所の平成12年度における検査

結果をみると、①取引一任勘定取引の契約の締結、②法定帳簿の

記載不備等、③顧客資産の一時使用、④不適正な約定訂正処理、

⑤自己資本規制比率に関する不備、⑥信用取引委託保証金に関す

る不備、⑦新規上場銘柄の売買に関する規制措置違反、⑧差金決

済取引に類似した不適正取引、⑨取引の信義則違反などが認めら

れている。

なお、検査の結果、改善を図る必要があると認めた場合は、そ

の会員又は特別参加者に対して改善報告書の提出を求め、必要な

指導を行っている（平成12年度は、東京証券取引所において11社



から改善報告書の提出を求めている）。

なお、検査の実施状況については、附属資料３－５の１を参照。

２ 売買審査の実施状況

東京証券取引所を例にとると、売買審査の業務を行う売買審査部

は、集積した市場データ等から抽出した銘柄、株式部等から売買取

引の状況に異常性があると連絡を受けた銘柄や、上場部から有価証

券の投資判断に重要な影響を与える情報が生じたと連絡を受けた銘

柄について調査・審査を行い、関係各部門と相互に緊密な連携を図

りつつ市場監視を行っている。

売買審査の結果、不適正な売買取引が認められた場合には、その

売買取引に関与した会員及び特別参加者に対して、再発防止の観点

から、処分を含め内容に応じた措置を講じている。また、不適正な

売買取引とは認められないまでも、その疑いが持たれる売買取引が

認められた場合には、不公正取引の未然防止の観点から、今後の取

引に関して慎重を期するよう注意を喚起している。

なお、審査の実施状況については、附属資料３－５の２を参照。

３ 会員及び特別参加者に対する処分の概要

証券取引所は、会員又は特別参加者が法令又は定款等の諸規則に

違反したとき、取引の信義則に反する行為をしたときなど定款第50

条に定める事項に該当することとなったと認める場合は、その会員

又は特別参加者を審問の上、１億円以下の過怠金の賦課（重大な法

令違反等の場合は上限５億円）、戒告、市場における有価証券の売

買等の停止・制限、６か月以内の会員権の停止又は除名（特別参加

者の場合は取引資格の停止又は取消し）の処分を行うことができる。

また、会員又は特別参加者が法令により業務の停止又は登録の取



消しの行政処分を受けた場合には、定款第55条の規定により、その

処分の内容に応じ、市場における有価証券の売買等の停止・制限又

は除名の処分を行う。

平成12年度に東京証券取引所が行った処分は、定款第50条の規定

に基づく過怠金の賦課が11件・総額4400万円となっており、定款第

55条の規定に基づく売買等の制限を課したものが５件となっている。

また、大阪証券取引所においては、定款第50条の規定に基づく過怠

金の賦課が４件・1600万円となっており、定款第55条の規定に基づ

く売買等の制限を課したものが７件となっている。

第４ 金融先物取引業協会の活動状況

金融先物取引業協会の平成12年度における会員に対する監査は、

金融先物取引の受託管理の状況、証拠金の管理状況、金融先物取引

に係る行為規制の遵守状況を主な監査項目として実施している。

監査の結果をみると、法定帳簿及び事業報告書の記載不備、社内

規程の不備のほか取引一任勘定取引とみられる事例等が認められて

おり、これらについて是正を指導している。

なお、監査の実施状況については、附属資料３－９を参照。

第５ 東京金融先物取引所の活動状況

東京金融先物取引所の平成12年度における会員に対する考査は、

金融先物取引の受託管理の状況、社内管理体制の整備状況、金融先

物取引に係る禁止行為等に関する諸規則の遵守状況を主な考査事項

として実施している。

考査の結果をみると、社内システム等による取引の執行方法及び



事務処理に問題がある事例、過誤取引の事務処理が適正に行われて

いない事例、証拠金の分別管理の状況に問題がある事例等が認めら

れており、これらについて是正を指導している。

なお、考査の実施状況については、附属資料３ー12を参照。



おわりに 投資者の皆様へ

監視委員会は、証券取引等が公正に行われるよう、発足以来、

様々な活動を重ね実績を積んできたところです。

これまで紹介してきた活動状況は、監視委員会の個々の証券取

引検査官、証券取引審査官や証券取引特別調査官の不断の努力の

積み重ねであるとともに、関係各機関との緊密な連携や投資者の

皆様の理解と協力による成果であります。

監視委員会には、関係各機関から様々な情報が寄せられるとと

もに、個人投資家からもインターネット、電話、文書等を通じて

貴重な情報や意見が数多く寄せられています。これらはそれぞれ

の内容に応じ、有効に活用させて頂いており、情報提供を頂いた

方々に対し、重ねてお礼申し上げます。

監視委員会が行った検査の結果、勧告事例としてこれまで最も

多いものに、「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」があり

ます。この行為は、本公表の対象期間においても勧告事例の上位

を占めています。この中には、証券会社の営業員からの働きかけ

によるもの、あるいは顧客の働きかけによるものがありますが、

いずれにしましても、証取法において禁止されている行為です。

しかも、個人投資家が自らの責任で行うべき投資判断を営業員

に任せた結果、多くの場合、大きな損失を被る等トラブルの原因

となっているのが実情です。

したがって、皆様が投資判断をする際には、証券会社や金融機

関の職員からのアドバイスを参考にされることは大いに結構なこ

とですが、最終的な投資判断は自分自身で行ったうえで、投資を



して頂きたいと思います。

このように、個人投資家が自らの責任で投資判断を行うことが、

ひいては、証券取引の公正性の確保につながるのです。

監視委員会の行う検査においては、証券会社に対する検査の必

要上、個人投資家の皆様に対しても話をお伺いすることがありま

す。これは証取法に基づくものであり、公益及び投資者保護のた

めに行っているという趣旨をご理解頂き、ご協力をお願いします。

今回本書において紹介した事例の中に、証券会社の幹部が、虚

偽の証言を行うよう顧客に働きかけ、検査を忌避する行為があっ

たとして行政処分の勧告を受けた事例がありますが、顧客側にお

いても、証券会社のこのような不当な働きかけについては、十分

な注意が必要です。

マーケットには、証取法をはじめとする様々なルールが定めら

れています。証券会社や証券の発行体に課せられるルールのみな

らず、広く投資者に課せられるルールも定められています。この

ような様々な市場ルールが理解され適切に守られてこそ、マーケ

ットに対する投資者の信頼が確保されるのです。

こうしたマーケットにおける公正性の確保に係る監視について

は、監視委員会のみならず、関係各機関、証券会社や投資者の皆

様もその役割と責任を担って頂いていると考えています。

監視委員会は、投資者の皆様に必要な情報をできるだけ提供す

ることとしており、この年次公表のほかにも、勧告の内容等につ

いて、適宜、記者発表やホームページ上で公表しておりますので、

皆様の投資判断の参考にして頂きたいと思います。



最後に、不断に変化するマーケットの状況の中では、今後も新

たな課題が生じるものと思われます。監視委員会としても、そう

した様々な課題に対して、柔軟かつ機動的に対処したいと考えて

います。今後とも投資者の皆様の期待に添えるよう、的確かつ厳

正な監視活動を行っていく所存ですので、関係各機関や投資者の

皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

なお、この「証券取引等監視委員会の活動状況」について皆様

の感想や監視委員会に対するご意見を頂ければ幸いです。

平成１３年８月

《 ご 意 見 、 情 報 等 の 連 絡 先 》

郵 送 ： 10 0 - 8 9 6 7 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 3- 1 - 1

証 券 取 引 等 監 視 委 員 会 事 務 局 総 務 検 査 課

代 表 電 話 ： 03 - 3 5 0 6 - 6 0 0 0

本 書 に 対 す る ご 意 見 総 括 係 内 線 30 2 4直 通 03 - 3 5 8 1 - 9 9 1 5

情 報 受 付 情 報 処 理 係 内 線 30 9 3直 通 03 - 3 5 8 1 - 9 9 0 9

Ｆ Ａ Ｘ ： 03 ｰ 5 2 5 1 ｰ 2 1 3 6
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